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～はじめに～ 
 

  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条では、教育委員会はその権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、作成した報告書を議会に提出する

とともに公表することが義務付けられ、その際、客観性を確保する観点から、教育に関す

る学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされています。 

 現在、砂川市では、令和３年度から令和12年度までの10ヵ年計画である「砂川市第７期

総合計画」に基づいた行政運営を行っており、あわせて本市教育委員会におきましても、

「砂川市教育目標」を定め「砂川市教育推進計画」を策定した中で計画的な教育行政の推

進を図っています。 

これらを踏まえ、教育に関する課題や取組の方向性を明らかにし、効果的な教育行政の

推進を図るとともに、市民への説明責任を果たすため、令和５年度に実施した事業につい

て、「砂川市教育委員会事務の管理及び執行の状況報告書」を作成し公表するものであり、

この報告書を通じて各事業の効果の検証や改善を図りながら、教育施策を着実に推進して

まいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

令和６年１１月 

砂川市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十六条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任

された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。 
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Ⅰ 教育委員会の活動状況について 
 

（１）教育委員会とは 
教育委員会は、市長が議会の同意を得て任命した教育長と委員をもって構成され、生

涯学習、学校教育、社会教育、芸術・文化・文化財、スポーツ等に関する事務の管理執行

及び本市教育行政に係る基本方針の策定、教育関係の規則の制定など、様々な案件につ

いて審議・決定をしています。 

 

 

（２）教育委員会の構成 
教育委員会は、教育長と４名の委員で構成されており、その任期は法律によって教育

長が３年、委員が４年（いずれも再任可能）となっています。 

なお、教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するとともに、委員の内

からあらかじめ教育長職務代理者を指名します。 

 

 

（令和５年10月1日現在） 

役 職 名 氏  名 就任年月日（最初の就任年月日） 

教 育 長 髙 橋   豊 令和４年４月１日 ３期目（H28.４.１） 

教育長職務代理者 皆 上 嘉 代 令和２年10月１日 ２期目（H28.10.１） 

委  員 住   亮太郎 令和元年10月１日 ３期目（H27.10.１） 

委  員 平 間 芳 樹 令和３年10月１日 ２期目（H29.10.１） 

委  員 坪 江 利 香 令和４年10月28日 １期目（R４.10.28） 

 

 

     （令和６年10月1日現在） 

役 職 名 氏  名 就任年月日（最初の就任年月日） 

教 育 長 髙 橋   豊 令和４年４月１日 ３期目（H28.４.１） 

教育長職務代理者 平 間 芳 樹 令和３年10月１日 ２期目（H29.10.１） 

委  員 住   亮太郎 令和５年10月１日 ３期目（H27.10.１） 

委  員 皆 上 嘉 代 令和２年10月１日 ３期目（H28.10.１） 

委  員 坪 江 利 香 令和４年10月28日 １期目（R４.10.28） 
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（３）教育委員会会議の開催状況 
   教育委員会会議は、原則公開により毎月１回定例で開催するほか、必要に応じて臨時で

開催します。 

   会議では、教育長及び４名の委員が、教育に関する様々な案件について審議・決定を

行っており、令和５年度は、定例で12回の会議を開催しました。 

令和５年４月25日 

第４回定例会 

[前回会議録の承認] 

〇令和５年３月28日開催 第３回砂川市教育委員会会議定例会 

 [報告] 

〇教育長報告について 

・令和５年度第１回空知管内市町教育委員会教育長会議について 

他２件 

（学務課） 

・学校職員辞令交付式について 

・小中学校の入学式について 

・砂川市立小中学校の現況について 

・令和５年度高等学校入学状況について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・スクールバスの本格運行について 

（社会教育課） 

・令和５年度「砂川市校外生活の心得」について 

・令和５年度放課後子ども教室運営委員会委員の委嘱について 

（スポーツ振興課） 

・地域おこし協力隊の活動について 

（図書館） 

・１日子ども図書館体験について 

（学校給食センター） 

・令和４年度学校給食費収納状況について 

〇教育委員会職員の任用について 

〇不登校児童生徒の状況について（非公開） 

〇令和４年度体罰等に係る実態把握について（非公開） 

[議案] 

〇砂川市立小中学校統合準備委員会設置要綱の一部を改正する訓

令の制定について 

〇令和５年度砂川市小中一貫教育推進計画の策定について 

〇教育委員会職員の任用について 

〇砂川市小中一貫教育推進委員会委員の委嘱について 

〇砂川市スポーツ推進協力員の委嘱について 

〇市内小学校運動会の出席について 
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令和５年５月30日 

第５回定例会 

[前回会議録の承認] 

〇令和５年４月25日開催 第４回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

・令和５年度北海道都市教育長会春季定期総会について 他１件 

（学務課） 

・令和５年度第１回公立高等学校配置計画地域別検討協議会につい

て 

・児童生徒の活動が伴う学校行事等の会場における飲酒・喫煙の禁

止について 

・教育長学校訪問について 

・寄附採納について 

・今後の行事予定について 

（学校再編課） 

・砂川市義務教育学校建設第２回市民建設ワークショップについて 

・砂川市小中一貫教育推進委員会について 

・砂川市義務教育学校建設意見収集会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 施設建設部会について 

（社会教育課） 

・砂川市青少年問題協議会の開催について 

・放課GO！GO!について 

・砂川市青少年問題協議会の開催について 

・学び体験教室「子育てひろば」について 

・ジャリン子春体験塾について 

・ママさんリフレッシュセミナーについて 

（スポーツ振興課） 

・屋外体育施設の開放事業について 

・ヨット・カヌー試乗会について 

・北海道Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会について 

・地域おこし協力隊の活動について 

（図書館） 

・本の福袋について 

・図書館おたのしみ会・春について 

〇教育委員会事務局職員の人事について 

〇令和４年度教育施設の利用状況について 

[議案] 

○令和５年度砂川市教育行政執行方針について                 

○新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等に

おける砂川市立学校職員の在宅勤務実施要領の一部を改正する

訓令の制定について 

○令和５年度教育費補正予算について 

○砂川市立小中学校統合準備委員会委員の委嘱について 

○砂川市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 
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令和５年６月29日 

第６回定例会 

 

[前回会議録の承認] 

〇令和５年５月30日開催 第５回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

（学務課） 

・令和５年度全国学力・学習状況調査について 

・空知教育局市町教育委員会訪問について 

・放課後学習サポート事業について 

・令和５年度教科書展示会について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・砂川市義務教育学校建設意見収集会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小中連携事業部会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校教育課程部会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 

・第１回砂川市立小中学校統合準備委員会について 

（社会教育課） 

・春のあいさつ運動について 

・砂川市少年の主張大会について 

・アナログゲーム・クラブについて 

・市民大学②について 

・国際交流ふれあいin砂川Ⅰについて 

（スポーツ振興課） 

・ゆったりノルディックウォーキング教室Ⅰについて 

・第36回アメニティ・タウンすながわマラソン大会について 

・地域おこし協力隊の活動について 

（公民館） 

・市民大学について 

・公民館講座について 

・郷土資料室特別展 砂川スポーツ史展について 

○令和５年度教育費補正予算について 
○令和５年度標準学力検査（NRT）の結果について 
 [議案] 
○教育委員会職員の任用について 
○砂川市社会教育委員の委嘱について 

[協議案] 

○砂川市義務教育学校基本設計書（案）について 

令和５年７月25日 

第７回定例会 

 

[前回会議録の承認] 

○令和５年６月29日開催 第６回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

○教育長報告について 

・夏休み中及びその前後における児童生徒への学習環境の充実と生

徒指導等について 他１件 

（学務課） 

・第９回中空知管内教育委員研修会について 
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・令和５年度第２回公立高等学校配置計画地域別検討協議会につい

て 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・砂川市義務教育学校建設基本設計（案）のパブリックコメントの

実施について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小中連携事業部会について 

・第２回砂川市小中一貫教育推進委員会について 

（社会教育課） 

・社会教育委員活動報告書の伝達について 

・ジャリン子夏体験塾について 

・善行青少年表彰について 

・空知教育局市町教育委員会訪問について 

・少年の主張大会について 

（スポーツ振興課） 

・地域おこし協力隊の活動について 

（学校給食センター） 

・第１回砂川市学校給食センター運営委員会について 

・令和４年度学校給食費決算について 

○議会報告について 

○小中学校適正配置に関わる取組及び義務教育学校の視察受入に

ついて 

○いじめの問題に係る調査結果について 

○不登校児童生徒の状況について 

[議案] 

○砂川市学校給食費無償化補助金交付要綱の制定について 

○教育委員会職員の任用について 

令和５年８月22日 

第８回定例会 

[前回会議録の承認] 
〇令和５年７月25日開催 第７回砂川市教育委員会会議定例会 
[報告] 
〇教育長報告について 

・令和５年度帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業運営協議
会について 

（学務課） 
・中体連全道大会の出場結果について 
・寄附採納について 
・今後の予定について 
（学校再編課） 
・第２回砂川市立小中学校統合準備委員会について 
・砂川市義務教育学校建設オープンハウスについて 
・砂川市義務教育学校建設基本設計書(案)教職員説明会について 

（社会教育課） 

・子ども職場見学活動について 

・ジャリン子夏祭り2023について 
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（スポーツ振興課） 

・地域おこし協力隊の活動について 

（公民館） 

・公民館講座について 

・市民大学（第３回）について 

・公民館教室について 

（図書館） 

・図書館おたのしみ会・夏～ニンニン！ にんじゃになってあそん

じゃおう！～ 

（学校給食センター） 

・学校給食の供給状況について 

・砂川市における学校給食費収納状況について 

○議会報告について 

○教育委員会職員の任用について 

○砂川市義務教育学校建設基本設計書（案）のパブリックコメント
の結果について 

[議案] 

○砂川市義務教育学校建設基本設計書の策定について 

○令和５年度教育費補正予算について 

○砂川市教育委員会の権限に属する事務の外部評価会議委員の委

嘱について 

○砂川市社会教育委員の委嘱について 

○砂川市スポーツ推進委員の委嘱について 

○教科用図書の採択について 

令和５年９月28日 

第９回定例会 

[前回会議録の承認] 

〇令和５年８月22日開催 第８回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

・令和５年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会について 

（学務課） 

・中体連全国大会の出場結果について 

・「砂川市教育の日」関連事業について 

・令和６年度砂川高校の募集学級数について 

・令和５年度砂川高校「中学生体験入学」について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校教育課程部会について 

・第３回砂川市立小中学校統合準備委員会について 

・小学校連携事業 合同遠足について 

・第３回砂川市小中一貫教育推進委員会について 

（社会教育課） 

・子ども防災教室について 

・秋のあいさつ運動について 

・生涯学習市民の集い「いってみよう やってみよう2023」について 
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（スポーツ振興課） 

・バスケットボールクリニックについて 

・ゆったりノルディックウォーキング教室Ⅱについて 

・はまなす国体開催記念第34回北海道中学生剣道錬成大会について 

・学校プール開放事業について 

・地域おこし協力隊の活動について 

（公民館） 

・市民大学（第４回）について 

・市民大学（第５回）について 

（図書館） 

・蔵書点検について 

○議会報告について 

○令和５年度全国学力・学習状況調査結果について（非公開） 

[議案] 

○砂川高校支援事業補助金交付要綱の一部を改正する訓令の制定

について 

○砂川市スクールバス運行に関する要綱の一部を改正する訓令の

制定について 

令和５年10月25日 

第10回定例会 

[前回会議録の承認] 

〇令和５年９月28日開催 第９回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

・空知管内公立小中学校教職員人事推進会議について 他２件 

（学務課） 

・令和６年度学齢児童数について 

・第65回小・中・高等学校合同音楽会について 

・インフルエンザ様疾患による学年閉鎖について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 

・義務教育学校校章制作について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小中連携事業部会について 

・第４回砂川市立小中学校統合準備委員会について 

・小学校連携事業  第１回５校交流会について 

（社会教育課） 

・ジャリン子秋体験塾について 

（スポーツ振興課） 

・地域おこし協力隊の活動について 

（公民館） 

・第54回砂川市民文化祭について 

・市民大学（第６回）について 

○スクールバス利用の手引きの改正について 

○不登校児童生徒の状況について 
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令和５年11月14日 

第11回定例会 

[前回会議録の承認] 

〇令和５年10月25日開催 第10回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

・第20回Ｂ＆Ｇ全国教育長会議について 

（学務課） 

・「砂川市教育の日」開催事業の結果について 

・砂川市書道美術作品展について 

・教職員人事に係る第１次協議について 

・学校・保護者間連絡用ＩＣＴシステムの導入について 

・インフルエンザ様疾患による学級閉鎖及び学校閉鎖について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校教育課程部会について 

・第５回砂川市立小中学校統合準備委員会について 

（社会教育課） 

・ジャリン子ハロウィーン2023について 

（スポーツ振興課） 

・屋外体育施設の開放事業について 

・地域おこし協力隊の活動について 

（公民館） 

・公民館講座について 

・郷土資料室特別展 未公開資料展について 

（図書館） 

・大人のおはなし会 

・図書館リサイクル市の実施及びリサイクル本コーナーの設置につ

いて 

（学校給食センター） 

・学校給食費未納への取り組みについて 

〇議会報告について 

[議案] 

〇砂川市体育施設の使用時間の変更について 

○砂川海洋センターの休業日の変更について 
○砂川市公民館の開館時間の変更について 
○砂川市公民館の開館時間の変更について 
○砂川市いじめ防止基本方針の改定について 
○砂川市教育実践表彰審査会審査員の指名について 

○令和５年度砂川市教育委員会事務の管理及び執行の状況報告書

（令和４年度事業分）について 

令和５年12月19日 

第12回定例会 

 

[前回会議録の承認] 
〇令和５年11月14日開催 第11回砂川市教育委員会会議定例会 
 [報告] 
〇教育長報告について 

・令和５年度北海道都市教育長会秋季定期総会について 
（学務課） 
・砂川市仲間づくり「子ども会議」について 
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・令和５年度第３回管内市町教育委員会教育長会議 

・夏季休業日等の日数変更に係る検討について 
・インフルエンザ様疾患による学級閉鎖及び学年閉鎖について 
・寄附採納について 
・今後の予定について 
（学校再編課） 
・小中学校統合後の閉校校舎等の検討について 
・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 
・中学校教員の乗り入れ授業について 
・第６回砂川市立小中学校統合準備委員会について 
・砂川市小中一貫教育推進委員会 小中連携事業部会について 
・義務教育学校の開校に向けた提言書の受理について 

・第４回砂川市小中一貫教育推進委員会について 
・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校教育課程部会について 
（スポーツ振興課） 
・地域おこし協力隊の活動について 
（公民館） 
・砂川市文化財保護審議会の開催について 
・公民館教室について 
（図書館） 
・子ども手づくり絵本教室について 
（学校給食センター） 
・学校給食費食材高騰の影響について 

○義務教育学校の開校に向けた提言書について 
○議会報告について 
○砂川市小学校「学習スタンダード（改訂版）」について 
○砂川市小学校「学習スタンダード（保護者用）」について 
○教育委員会職員の任用について 
○いじめの問題に係る調査結果について 

令和６年１月16日 

第１回定例会 

 

[前回会議録の承認] 

〇令和５年12月19日開催 第12回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

（学務課） 

・令和５年度空知管内学校における働き方改革推進会議について 

・夏季休業日等の日数について 

・中体連全道大会の出場結果について 

・小学校新１年生の予定数について 

・令和６年度全国学力・学習状況調査について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 

・第７回砂川市立小中学校統合準備委員会について 

（社会教育課） 

・第76回砂川市はたちの集いについて 

・子ども職場体験活動（冬季）について 
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（スポーツ振興課） 

・歩くスキーコースの開設について 

・親子わいわいすぽーつらんど（１回目）について 

・地域おこし協力隊の活動について 

（公民館） 

・公民館教室について 

（学校給食センター） 

・学校給食の供給状況について 

○教育委員会職員の任用について 

○不登校児童生徒の状況について 

[議案] 

〇令和６年度砂川市教育実践方針について 

○義務教育学校の開校に向けた義務教育学校の校名について 

令和６年２月19日 

第２回定例会 

[前回会議録の承認] 

〇令和６年１月16日開催 第１回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

・令和５年度中空知教育長会２月懇談会について 

（学務課） 

・中体連全国大会の出場結果について 

・令和６年度新入学児童生徒数について 

・学びの保障・充実のための学習用デジタル教科書実証事業につい

て 

・一般教職員人事に係る第二次協議について 

・令和６年度公立高等学校入試出願状況について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 

・第５回砂川市小中一貫教育推進委員会について 

・小学校連携事業  ５校交流会について 

（社会教育課） 

・ジャリン子冬体験塾について 

・国際交流ふれあいin砂川Ⅱについて 

（スポーツ振興課） 

・親子わいわいすぽーつらんど（２回目）について 

・歩くスキー教室について 

・地域おこし協力隊の活動について 

（学校給食センター） 

・学校給食費収納状況について 

○議会報告について 
○教育委員会職員の任用について 
○砂川市義務教育学校建設概要書について 
○令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

 [議案] 

〇令和６年度砂川市教育行政執行方針について 
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○砂川市立義務教育学校設置条例の制定について 

○砂川市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定

について 

○砂川市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい 

 て 

○砂川市学校給食費無償化補助金交付要綱の一部を改正する訓令

の制定について 

○令和５年度砂川市教育実践表彰について 

○令和６年度砂川市教育委員会実施計画について 

○令和５年度教育費３月補正予算について 

○令和６年度教育費予算について 

○市内小中学校及び砂川高校卒業式の出席について 

令和６年３月25日 

第３回定例会 

 

[前回会議録の承認] 

〇令和６年２月19日開催 第２回砂川市教育委員会会議定例会 

[報告] 

〇教育長報告について 

（学務課） 

・空知教育局市町教育委員会訪問について 

・インフルエンザ様疾患等による学級閉鎖及び学校閉鎖について 

・寄附採納について 

・今後の予定について 

（学校再編課） 

・義務教育学校開校に向けたアンケート調査の結果について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校教育課程部会について 

・第８回砂川市立小中学校統合準備委員会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小中連携事業部会について 

・砂川市小中一貫教育推進委員会 小学校連携事業部会について 

・第６回砂川市小中一貫教育推進委員会について 

（スポーツ振興課） 

・Ｂ＆Ｇ会長杯剣道大会について 

・歩くスキーコースの閉鎖について 

・地域おこし協力隊の活動について 

（学校給食センター） 

・第２回砂川市学校給食センター運営委員会の開催について 

・１学期の給食開始予定について 

○議会報告について 

○スクールバス運行に関する要領等の改正について 
○砂川海洋センターの臨時休館の延長について 
○市内小中学校及び砂川高校入学式の出席について 
○令和６年度砂川市立学校職員辞令交付式について 
○教育委員会事務局職員の人事について 
○市立小中学校教職員の人事について 
 [議案] 
〇砂川市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

○令和６年度砂川市立学校の学校運営協議会委員の任命について 
○砂川市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 
○令和６年度教育委員会会計年度任用職員の任用について 
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（４）教育長・教育委員の主な活動状況 
  令和５年度に教育長・教育委員が行った主な活動は次のとおりです。 

令和５年４月 学校職員辞令交付式 

令和５年７月 第９回中空知管内教育委員研修会（赤平市） 

令和５年７月 第58回北海道市町村教育委員研修会（札幌市） 

令和５年８月 令和５年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会（室蘭市） 

令和５年10～11月 教育長・教育委員学校訪問（市立小中学校） 

令和６年３月 市立小中学校卒業式 

適宜 教育現場の視察 

適宜 教育関連行事への参加 

 

 

（５）教育委員会規則の制定状況 
令和５年度に教育委員会会議において制定された規則は、次のとおりです。 

 規 則 名 公布年月日 施行年月日 

砂川市教育委員会事務局組織規則の一

部を改正する規則（平成６年教育委員会

規則第６号） 
・事務分掌事項の改正 

令和６年２月19日 令和６年４月１日 

砂川市公民館条例施行規則の一部を改

正する規則（昭和56年教育委員会規則第

３号） 
・事務分掌事項の改正 

令和６年２月19日 令和６年４月１日 

砂川市立学校管理規則の一部を改正する

規則（昭和44年教育委員会規則第１号） 
・夏季休業日の、柔軟な学校運営を行うため

改正 

令和６年３月25日 令和６年４月１日 
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項目 ページ数 ① ② ③ ④ ⑤ 合計 平均

1 - 1 17 4 4 4 4 4 20 4.0

1 - 2 17 4 4 3 4 4 19 3.8

1 - 3 18 3 3 3 3 3 15 3.0

1 - 4 18 3 4 4 4 4 19 3.8

1 - 5 18 4 4 4 4 4 20 4.0

1 - 6 19 4 4 4 4 4 20 4.0

項目 ページ数 ① ② ③ ④ ⑤ 合計 平均

2 - 1 21 4 3 4 4 4 19 3.8

2 - 2 21 3 3 3 3 3 15 3.0

2 - 3 21 4 3 4 4 3 18 3.6

2 - 4 22 3 4 3 3 3 16 3.2

2 - 5 22 4 3 4 3 3 17 3.4

2 - 6 22 3 3 4 4 4 18 3.6

2 - 7 23 4 3 4 4 4 19 3.8

2 - 8 23 4 4 4 4 4 20 4.0

2 - 9 23 4 3 4 4 4 19 3.8

2 - 10 24 5 3 4 4 4 20 4.0

2 - 11 24 3 3 3 4 3 16 3.2

2 - 12 24 3 3 3 3 3 15 3.0

2 - 13 25 3 4 4 4 4 19 3.8

2 - 14 25 4 4 4 4 4 20 4.0

2 - 15 25 4 3 4 4 3 18 3.6

2 - 16 26 4 4 4 4 4 20 4.0

2 - 17 26 4 4 4 4 4 20 4.0

2 - 18 26 4 4 4 4 4 20 4.0

2 - 19 27 4 3 4 4 4 19 3.8

2 - 20 27 3 4 3 3 3 16 3.2

2 - 21 28 4 4 4 4 4 20 4.0

2 - 22 28 4 4 4 4 4 20 4.0

2 - 23 29 5 5 5 4 4 23 4.6

2 - 24 29 3 4 3 3 4 17 3.4

2 - 25 29 4 3 4 3 4 18 3.6

2 - 26 30 4 4 3 4 3 18 3.6

2 - 27 30 5 5 4 4 4 22 4.4

Ⅱ　事務の管理及び執行の状況の点検・評価について

①目的を満たす実績があがっているか。（目的達成度） ④コストの縮減又は対費用効果は上がっているか。

②市民のニーズや社会経済情勢の現状に適しているか。 ⑤目的達成のための課題を的確に把握し、取り組みの

③事業の目的に照らして適切な手段で行っているか。 　方向性が示されているか。

5．十分にできている　4．できている　3．ほぼできている　2．あまりできていない　1．できていない

事業番号 事　業　名

生涯
学習

社会教育委員会議運営事業

オアシス通信発行事業

学習相談事業

地域学校協働本部事業

生涯学習市民の集い推進事業

高齢者教育推進事業

書道美術作品展事業

小学校体育授業支援事業

児童生徒大会出場助成事業

学校保健会活動交付金事業

教育推進協議会交付金事業

特別支援学級体験学習支援事業

事業番号 事　業　名

学校
教育

外国青年招致事業

総合的な学習の時間交付金事業

放課後学習サポート事業

中学校英語教育推進事業

児童生徒指導・教育相談事業

小学校宿泊学習支援事業

小・中・高校合同音楽会事業

砂川高校支援事業

小中学校施設整備事業

学校教材備品充実事業

小中学校適正配置の検討

食育推進事業

学校給食センター整備事業

特別支援教育就学支援事業

特別支援教育支援員配置事業

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）運営事業

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）活動推進事業

特別支援学級連絡協議会交付金事業

就学時健康診断等事業

学校給食事業（共同調理場方式）

学校給食費無償化事業
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項目 ページ数 ① ② ③ ④ ⑤ 合計 平均

3 - 1 32 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 2 33 3 3 3 3 3 15 3.0

3 - 3 33 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 4 33 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 5 34 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 6 34 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 7 34 3 4 4 4 3 18 3.6

3 - 8 35 5 5 5 5 5 25 5.0

3 - 9 35 3 3 3 3 4 16 3.2

3 - 10 35 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 11 36 4 4 3 4 4 19 3.8

3 - 12 36 3 4 4 4 3 18 3.6

3 - 13 37 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 14 37 3 4 3 3 4 17 3.4

3 - 15 37 3 4 3 3 3 16 3.2

3 - 16 38 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 17 38 4 4 3 3 3 17 3.4

3 - 18 38 4 4 4 3 3 18 3.6

3 - 19 39 3 4 4 4 4 19 3.8

3 - 20 39 4 4 3 4 4 19 3.8

3 - 21 40 4 4 4 4 4 20 4.0

3 - 22 40 4 3 3 4 4 18 3.6

3 - 23 40 4 4 3 3 4 18 3.6

3 - 24 41 3 4 3 4 4 18 3.6

項目 ページ数 ① ② ③ ④ ⑤ 合計 平均

4 - 1 42 4 4 4 3 4 19 3.8

4 - 2 42 4 4 4 3 4 19 3.8

4 - 3 43 5 4 5 3 4 21 4.2

4 - 4 43 4 4 4 4 4 20 4.0

4 - 5 43 4 4 4 4 4 20 4.0

4 - 6 44 4 4 4 4 4 20 4.0

4 - 7 44 4 4 4 4 4 20 4.0

4 - 8 44 4 4 4 4 4 20 4.0

4 - 9 45 4 4 4 4 4 20 4.0

図書充実事業

図書館開館時間延長事業

子ども読書活動推進事業

ＰＴＡ連合会活動支援事業

乳幼児教育推進事業

家庭教育セミナー支援推進事業

事業番号 事　業　名

公民館主催事業

出張公民館事業

公民館施設整備事業

読書活動推進事業

図書館施設整備事業

少年の主張大会運営事業

あいさつ運動推進事業

地域サークル活動運営事業

事業番号 事　業　名

芸術・
文化・
文化財

地域交流センター運営管理委託事業

地域交流センター大規模改修事業

地域交流センター備品等整備事業

市民文化祭実行委員会交付金事業

文化協会支援事業

指定文化財保存活用事業

社会
教育

史跡記念碑・標柱等修繕事業

郷土研究会支援事業

郷土資料収集・管理・活用事業

青少年問題協議会運営事業

青少年指導センター推進事業

成人式（はたちの集い）運営事業

子ども職場体験推進事業

家庭教育サポート企業推進事業

ジャリン子ふれあい体験学習推進事業

子ども会育成団体連絡協議会推進事業

国際交流推進事業

放課後子ども教室推進事業

子ども防災教室推進事業
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項目 ページ数 ① ② ③ ④ ⑤ 合計 平均

5 - 1 46 4 3 4 4 3 18 3.6

5 - 2 46 3 4 4 3 3 17 3.4

5 - 3 47 4 4 3 4 3 18 3.6

5 - 4 47 4 3 4 4 3 18 3.6

5 - 5 47 4 3 3 4 3 17 3.4

5 - 6 47 4 4 3 3 3 17 3.4

5 - 7 48 3 4 4 4 3 18 3.6

5 - 8 48 3 4 3 4 3 17 3.4

5 - 9 48 3 4 4 4 3 18 3.6

5 - 10 48 4 4 3 4 3 18 3.6

○項目別評価

項　目 ① ② ③ ④ ⑤ 合計 平均

生涯学習 3.7 3.8 3.7 3.8 3.8 18.8 3.8

学校教育 3.8 3.6 3.8 3.7 3.7 18.6 3.7

社会教育 3.7 3.9 3.6 3.8 3.8 18.8 3.8

芸術・文化・文化財 4.1 4.0 4.1 3.7 4.0 19.9 4.0

スポーツ 3.6 3.7 3.5 3.8 3.0 17.6 3.5

全道中学生剣道錬成大会交付金事業

市民体育祭交付金事業

海洋スポーツ振興事業

スポーツ振興事業（アメニティ・タウンすながわマラソン大会）

いきいき元気推進事業

レクリエーション運動・各種スポーツ教室開催事業

事業番号 事　業　名

ｽﾎﾟｰﾂ

スポーツ振興及び指導事業

少年スポーツ教室開催事業

スポーツ協会活動支援事業

スポーツ大会開催及び出場助成事業

注）　数値については、事務事業の管理を行っている所属長の評価によるものです。
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（１）生涯学習  令和５年度に実施した主な事業 

番号 事業名 掲載ﾍﾟｰｼﾞ 担当部署 

１ 社会教育委員会議運営事業 P17 社会教育課社会教育係 

２ オアシス通信発行事業 P17 社会教育課社会教育係 

３ 学習相談事業 P18 社会教育課社会教育係 

４ 地域学校協働本部事業 P18 社会教育課社会教育係 

５ 生涯学習市民の集い推進事業 P18 社会教育課社会教育係 

６ 高齢者教育推進事業 P19 社会教育課社会教育係 

 

事業名 概       要 

１ 

社会教育

委員会議

運営事業 

【目的】社会教育行政に広く地域の意見等を反映させる。 

【手段】年間を通して定期的に開催する定例会とこれにあわせた専門部会、

必要に応じて開催する臨時会を実施する。また、特定の活動について企画・

検討する特別委員会を随時実施する。 

【実績】令和５年度は定例会が５回行われ、令和６年度社会教育実践方針及

び社会教育実施計画等について協議を行った。〔社会教育委員会議の延べ出

席委員数：60人〕 

【課題】社会教育委員会議は、社会教育行政に広く地域の意見を反映させた

社会教育事業の推進に欠かせない重要な役割を担っていることから、既存

の枠組みを継続しつつ、会議内容の充実を図る。 

【評価（目的達成度４）】社会教育委員会議において社会教育実践方針及び

社会教育実施計画等についての協議を行い、広く地域の意見を反映させた

社会教育行政・社会教育事業の推進に繋がっていることから、実績はあがっ

ている。 

２ 

オアシス

通信発行

事業 

【目的】市民自らが学習意欲を高め、主体的に学習活動に参加することがで

きるように市民に親しみと関心の持てる情報を提供する。また、オアシス通

信を通して各団体と社会教育行政の関係を強化していく。 

【手段】・各保育所、幼稚園、各小・中・高等学校の全児童、生徒に配布。 

・老人クラブ・社会教育団体等に郵送。   

・公共施設・家庭教育サポート企業・町内会等に職員が手渡し配布。 

・各町内会には回覧を依頼。 

【実績】学校・家庭・地域との連携を深め、学校関係行事や地域行事、社会

教育事業への参加が得られるよう、掲載する記事の内容を幅広く取り上げ

た。〔3,100部/月、12回発行〕また、紙媒体以外のSNS（市公式LINE）を活用

し、事業の周知や開催報告等を行った。 

【課題】生涯学習情報誌として市民の間に浸透しており、今後も継続的に発

行できるよう体制を整えていく。また、市広報との機能分担を行いながら、

生涯学習の充実に効果的な情報提供を行っていく。また、今後も紙媒体以外

のSNS（市公式LINE)を活用した情報発信に努める。 

【評価（目的達成度４）】町内会での回覧や、家庭教育サポート企業、学校

や保育所、老人クラブなど様々な場面で情報提供を行うことで、個人や団体

の学習意欲が高まり、主体的な学習活動を行う動機付けが推進されている

ため、目的を満たす実績はあがっている。 
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３ 

学習相談

事業 

【目的】市民自らが学習意欲を高め、主体的に生涯学習を行うことができる

環境の整備を図る。 

【手段】地域で学習活動を行っている人の情報や、グループ・サークルの活

動内容、各種事業で活用した講師経歴などの情報を基に、市民の要望に応じ

た情報提供や人材の紹介を行う。 

【実績】市民や地域からの学習相談を受け、学習活動に関する情報提供や人

材の紹介等を行った。なお、令和４年度より学校からの学習支援等の相談は

「地域学校協働本部事業」の実績とする。〔相談受理件数…令和４年度：１

件、令和５年度：２件〕 

【課題】生涯学習に取り組むきっかけづくりとして重要な仕組みであるこ

とから、地域で学習活動を行っている人や、グループ・サークルの活動内容、

各事業で活用した講師経歴などの情報収集を行い、地域学校協働本部が整

備する「学習支援等ボランティア人材・団体バンク」を活用しながら取組む。 

 本事業の周知やニーズを発掘するための情報発信を、オアシス通信及び

ホームページ等を活用して行う。 

【評価（目的達成度３）】学校からの学習支援等の相談を「地域学校協働本

部事業」の実績としたことで件数は大幅に下がった（令和３年度：14件→令

和４年度：１件、令和５年度：０件）が、「学習支援等ボランティア人材・

団体バンク」を整備しホームページへ掲載するなど、相談体制の整備は推進

できたことから概ね実績はあがっている。 

４ 

地域学校

協働本部

事業 

【目的】地域と学校が相互の連携・協働のもと、地域づくりと学校づくりを

進め、一体となって子どもを支え育てる環境を構築する。 

【手段】地域や学校（学校運営協議会）の依頼を受けて関係者との連絡・調

整、学校支援、あいさつ運動等のボランティア活動の支援、地域への情報提

供、助言、活動促進、地域人材の発掘・育成・活用を行う。 

【実績】 地域や学校の依頼を受けて、学習活動に関する情報提供や人材と

のコーディネートを行った。〔コーディネート記録…令和４年度：12件、令

和５年度：14件〕既存の「the 学校支援」をもとに「学習支援等ボランテ

ィア人材・団体バンク」を整備し冊子を作成、ホームページへ掲載した。 

【課題】社会教育団体や地域人材及び学校が緩やかに繋がるネットワーク

を再構築するため、「学習支援等ボランティア人材・団体バンク」のさらな

る充実を図る。 

【評価（目的達成度３）】令和３年度から市内全小中学校において導入され

ている学校運営協議会活動や、学校の授業における外部講師などに関する

相談を受けており、コーディネートが成立しない事例もあったが、連絡調整

体制の構築が図れたことから、概ね実績はあがっている。 

５ 

生涯学習

市民の集

い推進事

業 

【目的】体験を通した学習の機会を提供し、市民の生涯学習を推進する。 
【手段】社会教育委員会議の特別委員会として「生涯学習市民の集い実行委
員会」を設置、多種多様な生涯学習活動団体に協力を得ながら、実施内容を
協議・企画し、社会教育委員会議でその内容を決定し実施する。当該事業経
費については、参加料で賄う。 
【実績】４年ぶりに公民館全館に様々な体験ができる出展ブースを設置す
る形式で「生涯学習市民の集い」を実施した。社会教育委員が実行委員とな
り、市民自らが積極的に学習活動に取り組み、生涯学習が推進されるよう内

容を協議し事業の運営を行った。〔生涯学習市民の集い参加者数：256人〕 
【課題】誰もが生涯にわたり必要な学習を行うことができるよう一過性の
イベントとしてではなく、後の学習活動への参加を意識づける内容とする
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必要がある。また、様々なライフステージやニーズに応じた内容で実施する

必要がある。 
【評価（目的達成度４）】市民の生涯学習に対する関心を高められるよう
様々な団体から協力を得ながら実施した。参加者の満足度も高く、目的を満
たす実績はあがっている。 

６ 

高齢者教

育推進事

業 

【目的】健康維持や生きがいづくり、多様化・複雑化する社会変化への対応

などに関する知識・技能を習得することにより、高齢者の介護予防につなげ

る。 

【手段】市老人クラブ連合会と連携し高齢者の学習ニーズを把握したうえ

でテーマを決定、公民館主催事業「市民大学」の中のうちの一講座として実

施する。 

【実績】市老人クラブ連合会とテーマを協議し、多くの高齢者が学ぶ機会と

するため、老人クラブ連合会の研修会の期日と合わせて実施した。〔参加者

数：70人〕 

【課題】介護予防につながる学習機会の確保は高齢者教育の推進にとって

重要であることから、学習ニーズを丁寧に把握しながら、継続して事業を実

施する。 

【評価（目的達成度４）】市老人クラブ連合会と連携し、研修会の期日に合

わせて実施することで多くの参加者を得て実施することができた。参加者

の満足度も高く、実績はあがっている。 

 

（外部評価委員の意見） 

 
「２ オアシス通信発行事業」について、さらに広く見てもらえるような工夫や周知に努

めてほしい。 

 

「３ 学習相談事業」について、活動内容が市民に認知されるよう周知方法について検討

してほしい 
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（２）学校教育  令和５年度に実施した主な事業  

番号 事業名 掲載ﾍﾟｰｼﾞ 担当部署 

１ 外国青年招致事業 P21 学務課学校教育係 

２ 総合的な学習の時間交付金事業 P21 学務課学校教育係 

３ 放課後学習サポート事業 P21 学務課学校教育係 

４ 中学校英語教育推進事業 P22 学務課学校教育係 

５ 児童生徒指導・教育相談事業 P22 学務課学校教育係 

６ 小学校宿泊学習支援事業 P22 学務課学校教育係 

７ 小・中・高校合同音楽会事業 P23 学務課学校教育係 

８ 書道美術作品展事業 P23 学務課学校教育係 

９ 小学校体育授業支援事業 P23 学務課学校教育係 

10 児童生徒大会出場助成事業 P24 学務課学校教育係 

11 学校保健会活動交付金事業 P24 学務課学校教育係 

12 教育推進協議会交付金事業 P24 学務課学校教育係 

13 特別支援学級体験学習支援事業 P25 学務課学校教育係 

14 特別支援教育就学支援事業 P25 学務課学校教育係 

15 特別支援教育支援員配置事業 P25 学務課学校教育係 

16 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）運営事業 P26 学務課学校教育係 

17 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）活動推進事業 P26 社会教育課社会教育係 

18 特別支援学級連絡協議会交付金事業 P26 学務課学校教育係 

19 就学時健康診断等事業 P27 学務課学校教育係 

20 砂川高校支援事業 P27 学務課総務係 

21 小中学校施設整備事業 P28 学務課総務係 

22 学校教材備品充実事業 P28 学務課学校教育係 

23 小中学校適正配置の検討 P29 学校再編課学校再編係 

24 食育推進事業 P29 学校給食ｾﾝﾀｰ管理係 

25 学校給食センター整備事業 P29 学校給食ｾﾝﾀｰ管理係 

26 学校給食事業（共同調理場方式） P30 学校給食ｾﾝﾀｰ管理係 

27 学校給食費無償化事業 P30 学校給食ｾﾝﾀｰ管理係 
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事業名 概       要 

１ 

外国青年

招致事業 

【目的】外国青年を招致し、児童生徒に外国人とのふれあいを通して世界共

通語である英語に親しむ土壌を形成するとともに、他国の文化を理解する

ことにより、国際化時代に対応した幅広い人材の育成を図る。 

【手段】小学校５・６年生及び中学校の英語授業、小学校３・４年生の外国

語活動にＡＬＴを派遣し、また、社会教育課が主管する国際交流事業に参加

し、市民との交流を深める。 

【実績】小学校５・６年生及び中学校の英語授業や小学校３・４年生の外国

語活動の時間においてＡＬＴとの学習活動を通じて、言語や文化について

体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲や

態度を育成した。中学校においては、小学校段階で育成されたコミュニケー

ション能力を素地に、日常的なＡＬＴとのふれあいを通して、聞くこと、話

すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を培っ

た。 

【課題】平成30年度からＡＬＴを２人体制としているところだが、令和２年

度からの小学校５・６年生における英語授業の教科化や、３・４年生の外国

語活動の開始などもあり、今後の学校教育における英語教育の推進に注視

しながら適切な対応を図っていく。 

【評価（目的達成度４）】中学校においては生きた英語に接し、正しい発音

を学ぶことで英会話の向上に役立てられ、小学校では、ＡＬＴとの交流英語

に親しみ、英語授業への抵抗感をなくす一助となっており、学校の評価から

も国際感覚を身に付ける教育に寄与できていると考える。 

２ 

総合的な

学習の時

間交付金

事業 

【目的】横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見付け、

自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力

を育成するとともに、学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究

活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考え

ることができるようにする。 

【手段】総合的な学習の時間の学習に係る消耗品費や交通費等を助成する。 

【実績】合計 651,000円 【砂小 116,000円、豊小 78,000円、中央小 89,000

円、空小 88,000円、北光小 64,000円、砂中 193,000円】 

【課題】各学校において、総合的な学習の時間がより充実できるよう、今後

においても継続的に事業が行われるよう進める。 

【評価（目的達成度３）】新型コロナウイルス感染症の影響で一部学習活動

が制限される部分もあったが、各学校において、様々なテーマによる探求的

な学習が進められ、特にＩＣＴに関わる学習においては当該事業の活用に

より充実した内容で取り組まれたと判断している。 

３ 

放課後学

習サポー

ト事業 

 

【目的】小学生に対して無料の公設塾を開設し、学校の授業の進度によらな

い基礎基本を学習する機会を設けることで、学力の底上げ及び家庭学習の

習慣化を目指すとともに、保護者の経済的負担の軽減を図る。 

【手段】民間学習塾の協力のもと、放課後に講師を公民館に招き、学校の授

業の進度によらない基礎基本を学習させる。 

【実績】登録児童数 小学校４年生11名、５年生12名、６年生7名 計30名   
学習塾への委託料 1,518,000円（各学年 １回60分の講習を国語・算数それ
ぞれ10回 年間20回実施。 
【課題】全国学力・学習状況調査では、全国・全道と比較して市内児童の家

庭学習の時間が少ない傾向にあることが明らかとなり、児童の家庭学習の
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習慣化や基礎基本の習得を目指す学習支援の取組として平成29年度より実

施しており、今後も継続していくべきと判断できる。 

【評価（目的達成度４）】市内の児童に係る家庭学習の時間が全国平均より

も少ない状況に鑑み、民間学習塾の活用により小学４～６年生が国語・算数

の基礎基本を学ぶ機会を設けることで、学力の底上げ、望ましい学習習慣を

身につける手段の一助となっている。 

４ 

中学校英

語教育推

進事業 

【目的】グローバル化が急速に進展する中、外国語によるコミュニケーショ

ン能力の向上などが課題となっており、検定料を補助することで、検定受検

の機会を与え、生徒の英語力及び学習意欲を高め、英語教育の向上を図る。 

【手段】各学校は保護者から徴収した検定料を添えて団体申込をし、受検

後、実績に応じて学校から市に補助申請を行い、市は学校に対し交付決定通

知後、直接保護者に検定料を振り込む。 

【実績】受検者数  砂川中学校１年生28名、２年生30名、３年生31名  

計89名 (補助数)、補助金額  322,800円 

【課題】令和４年度の受験者数は全生徒の約2.5割であったが、令和５年度

の受験者数は生徒数の約2.6割と微増であった。今後も周知をしっかり行い

つつ受験者数増を図っていく必要があると考える。また、合格率は受験級に

もよると考えるが、計画値を超えている。合格率についても今後の動向を注

視していく。 

【評価（目的達成度３）】市内の中学生に係る英語検定料を補助することに

よって、生徒の英語力や学習意欲及び英語教育の向上を図る一助となって

いると言える。 

５ 

児童生徒

指導・教

育相談事

業 

 

【目的】児童生徒を取り巻く環境が複雑化・多様化しており、いじめや不登

校、暴力行為といった問題行動等の背景には家庭環境が大きく影響してい

るケースが多く、学校だけでは解決が難しい家庭の課題等に対応し、児童生

徒が置かれた様々な環境の問題の解決に努める。 

【手段】専門的知識・技術や経験を有する者を恒常的に協力が得られる体制

を構築するため、スクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒が置かれ

た様々な環境の問題に対応する。 

【実績】スクールソーシャルワーカー1名を砂川市教育委員会に配置し、市

内各校へ派遣した。令和５年度に対応した児童生徒数 15名 

【課題】専門的知識・技術や経験を有する者を恒常的に協力が得られる体制

構築を図るため、平成29年度よりスクールソーシャルワーカーを砂川市教

育委員会に配置し、引き続き児童生徒が置かれた様々な環境の問題の解決

を進める。 

【評価（目的達成度４）】家庭環境の改善に向けて福祉担当等へ繋げながら、

不登校生徒などのメンタルにも良い影響を与えるなど、問題解決への糸口

となるよう努めるとともに、学校現場の負担軽減という役割も果たしてい

る。 

６ 

小学校宿

泊学習支

援事業 

【目的】自然に親しみ、規律ある集団宿泊生活を通して協同、協調と友愛・

奉仕の精神、豊かな情操と創造力たくましい実践力を養う。 

【手段】ネイパル砂川を活用し、宿泊を伴う校外研修を計画する市内小学校

に対して宿泊費を補助し、移動に必要なバスを市教委で借り上げる。 

【実績】児童がネイパル砂川やその周辺で、自然や文化などに親しむなど日

常と違う生活環境に身を置くことで、集団生活のあり方や公衆道徳など、望

ましい体験を積むことができた。【砂小32名 21,440円、豊小10名 6,700
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円、中央小16名 10,720円、空小18名 12,060円、北光小７名 4,690円 計

83名 55,610円、バス借上げ料 294,040円】 

【課題】建物の老朽化が進んでおり、市内小学校での宿泊学習の場として利

用されなくなった場合については検討が必要である。なお、中学校において

は当該施設での利用ではなくなったため事業を廃止している。 

【評価（目的達成度３）】ネイパル砂川周辺で、自然や文化などに親しむな

ど日常と違う生活環境に身を置くことで、集団生活のあり方や公衆道徳な

どについて、望ましい体験を積んでいる。 

７ 

小・中・

高校合同

音楽会事

業 

【目的】砂川市内の小学校、中学校及び高等学校の児童生徒による音楽発表

の場を通じて、情操の涵養と芸術・文化への理解及び関心を深め、小・中・

高校生の交流を図る。 

【手段】年１回、地域交流センターゆうにおいて、合同音楽発表会を実施す

る。 

【実績】市内小・中・高校生263人が合唱・合奏・吹奏楽で出演し、音楽を

通じて交流が図られた。 

【課題】大きな課題はないが、担当者会議や次年度の改善点の意見を踏ま

え、よりスムーズに事業が進められるよう体制を整える。 

 当該事業においては、合同演奏、相互鑑賞を通じて高校を含めた市内の学

校間・児童生徒間の交流や芸術・文化への理解を深める機会となっており、

今後においても継続的に事業が行われるよう進める。 

【評価（目的達成度４）】新型コロナウイルス感染症の影響から、２部構成

とするなど予防措置により規模を小さくして実施したが、学校間連携を意

識した実施とすることで、音楽発表を通じ交流が図られ芸術・文化の理解を

深める貴重な機会になったと考えている。 

８ 

書道美術

作品展事

業 

【目的】市内小・中学校の児童生徒の書道・絵画等及び幼稚園児による作品

展示を通して、情操の涵養と芸術文化への理解を深め、関心を高めるととも

に、郷土愛の高揚を図る。 

【手段】各学校から厳選された作品を「地域交流センターゆう」の交流スペ

ースに２週間程度展示し、市民や周辺市町住民に鑑賞してもらう。 

【実績】10月27日から11月9日の14日間開催し、市内小・中学校児童生徒及

び幼稚園児の作品645点を展示した。 

【課題】作品展示用備品(絵画ホルダーなど)の老朽化により更新が必要で

あるが、児童生徒及び園児の向上心を触発し、芸術文化への理解や関心を高

めることが期待できることから、今後においても継続的に事業が行われる

よう進める。 

【評価（目的達成度４）】各学校から厳選された作品を「地域交流センター

ゆう」の交流スペースに２週間程度展示し、市民や近隣市町の住民に鑑賞し

てもらうことで、児童生徒、園児の創作への励みの場となっていると判断で

きる。 

９ 

小学校体

育授業支

援事業 

【目的】プール施設の廃止や砂川市内のスキー場閉鎖に伴う代替措置であ
ると同時に、授業にかかる経済的負担を軽減することにより、全児童が教育
課程に基づいたプール授業、スキー授業の円滑な運営に資する。 
【手段】プール施設のない学校に対して、他校のプール場に児童をバスで送
迎し授業を行う。また、小学校スキー授業については、各小学校の児童及び

教職員を対象とし、かもい岳スキー場及び新十津川そっち岳スキー場まで
の送迎バス借上げ料及び児童に係るリフト代を支援する。 
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【実績】小学校プール授業：７月３日～８月30日の期間中16日間実施。（バ

ス16台稼働 借上料517,440円）、小学校スキー授業：１月18日～２月９日の
期間中13日間実施。(バス33台稼働 借上料2,541,000円、リフト使用料かも
い岳 329,000円 そっち岳 336,980円)  
【課題】バスの確保及び事業費の増加が懸念されることもあるが、当該事業
においては、全ての児童が平等に受けることを可能とするための方策とし
て有効な事業であり、今後においても継続的に事業が行われるよう進める。 
【評価（目的達成度４）】令和５年度からはプール授業を再開するとともに、
スキー授業も実施することができ、各校の教育課程に基づいた、所期の支援
は図られたものと考えている。 

10 

児童生徒

大会出場

助成事業 

【目的】児童生徒の体育及び文化事業への派遣を通して、体力や技能の向
上、情操の涵養を図る。 

【手段】下記大会に出場した選手の旅費や宿泊費、参加費を全額助成する。 
体育事業 中学校：中体連全道・全国大会、小学校：文部科学省、道教委が
主催、共催する大会で地区予選を経て全道・全国大会に出場するもので、教
育委員会が認めた大会 
文化事業  文部科学省、道教委が主催・共催する大会で、地区予選を経て
全道・全国大会に出場するもので、教育委員会が認めた大会 

【実績】全道・全国大会への出場に対し助成。【砂中】水泳1名 28,320円 陸
上 1名  89,030円  バドミントン (全道)23名  705,790円  剣道 2名 
11,360円 バドミントン(全国)18名 1,252,440円 演劇5名 64,730円 
スキー2名 197,020円 管楽器1名 17,093円 
【課題】本人の努力や教員等の指導の成果で獲得できた全道・全国大会への

出場権行使を後押しする一助となっており、体力や技術の向上、情操の涵養
が図られ、市民に対して感動や喜びを与えることにも繋がっていると判断
でき、今後においても継続的に事業が行われるよう進める。 
【評価（目的達成度４）】対外派遣を通して、自己を高めようと努力する力、
挑戦する意欲などの涵養が図られていると判断できる。 

11 

学校保健

会活動交

付金事業 

【目的】関係団体との連絡を密にし、学校保健の進展を図り、学校教育の円

滑な運営に資する。 

【手段】砂川市学校保健会(令和５年度事務局長：中央小学校)が主催してい

る会報発行等による普及啓発などの活動へ交付金を支出している。 

【実績】砂川市学校保健会で発行している会報等にかかる必要経費41,000

円を交付した。 

【課題】当該事業においては、必要最低限の経費で活動し、学校保健の普及

啓発に努めていることから、今後においても継続的に事業が行われるよう

進める。 

【評価（目的達成度３）】講習会の実施や、会報発行等を通じて、学校保健

の推進が図られたと考えている。 

12 

教育推進

協議会交

付金事業 

【目的】砂川市における学校及び教職員の教育実践研究、学習指導要領研究
等を推進し、教育課題の解決を図る。 
【手段】砂川市内の各種学校教育研究団体における活動を統括している教
育推進協議会へ交付金を一括交付し、交付内訳に基づき、各種研究団体に交
付している。 
【実績】合計 722,684円【教育実践方針委員会 69,443円、学校研究 

330,136円、砂川教育研究会 323,106円】  
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【課題】教育実践研究活動を通して学校職員の研修及び研究を進めており、

教職員の資質向上の進展、教育課題の解決の一助となっていることから、今
後においても継続的に事業が行われるよう進める。 
【評価（目的達成度３）】校内研修や研究会開催、校外研修などが実施され
ており、教職員の資質向上や、教育課題の解決の一助となっている。 

13 

特別支援

学級体験

学習支援

事業 

【目的】普通学級児童生徒と比べ、学校においても集団生活や社会に適応す
るための教育が不足している特別支援学級児童生徒に対し社会施設等で、
日常、交流のない他校の特別支援学級児童生徒とともに、見学や体験学習を
実施することで、社会適応能力の育成に寄与する。 
【手段】市内の特別支援学級児童生徒が集まり、社会施設で視察や体験を行
うための助成をする。 
【実績】北海道グリーンランド（岩見沢市）にて買い物学習体験など、研修

が実施された。 
【課題】集団生活の経験が少ない特別支援学級児童生徒にとって、体験学習
は社会生活、集団生活を学ぶことができる貴重な機会であり、今後において
も継続的に事業が行われるよう進める。 
【評価（目的達成度３）】これまでの実績から施設見学や買い物学習等を体
験することで、社会適応能力の育成が図られると判断できる。 

14 

特別支援

教育就学

支援事業 

【目的】特別支援学級に在籍する児童生徒の就学費用や、ことばの教室へ通
級する児童と保護者の交通費を援助することで、保護者の負担軽減に資す
る。 
【手段】要保護・準要保護児童生徒を除く特別支援学級児童生徒の保護者へ
申請書類を送付し、提出された後、認定審査により基準を満たした保護者へ

援助する。 
【実績】小学校 445,089円(認定者10名、通級指導教室交通費対象者９名） 
 中学校  309,778円(認定者６名） 
【課題】特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減
することで、教育の機会均等に繋がっていると判断でき、今後においても継
続的に事業が行われるよう進める。 
【評価（目的達成度４）】特別支援学級へ就学する児童生徒保護者の経済的

負担を軽減することで教育の機会均等に繋がっていると判断できる。 

15 

特別支援

教育支援

員配置事

業 

【目的】普通学級に在籍している特別な支援が必要な児童生徒に対して、学
習活動上のサポートを行う特別支援教育支援員を配置、活用することで、１
人１人に応じた指導体制を築き、適切な教育を実施する。 

【手段】普通学級に在籍している特別な支援が必要児童生徒に対して特別
支援教育員を配置、学習活動上のサポート行う。 
【実績】特別支援教育支援員６名を配置し、砂川小学校、豊沼小学校、中央
小学校、空知太小学校、砂川中学校で実施した。 
【課題】普通学級に在籍している特別な支援が必要な児童生徒は増加傾向
にあり、今後も特別支援教育員の必要性を十分把握し増員や効果的な運用
を検討しながら、継続的に事業が行われるよう進める。 
【評価（目的達成度４）】普通学級に在籍している特別な支援が必要な児童
生徒に対してのサポートがなされ、１人１人に応じた指導体制により、 適
切な教育が行われた。 
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16 

学校運営

協議会

（コミュ

ニティ・

スクー

ル）運営

事業 

 

 

 

 

 

 

【目的】学校と地域が目標やビジョンを共有し、連携・協働しながら子ども

を育む「社会に開かれた教育課程」を目指し、学校の運営及び運営に必要な

支援に関して協議する機関を設置することにより、学校と地域が一体とな

って学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組む。 

【手段】市内小・中学校に学校運営協議会を設置することで、学校と地域の

連携・協働体制が構築され、学校・家庭・地域が子育ての目標を共有しなが

ら、長期的なスパンで学校運営について共に考え行動し、「地域とともにあ

る学校づくり」の実現につながっている。 

【実績】令和５年度では、全学校において年４回開催された。 

【課題】学校と地域の連携・協働体制が構築され、学校・家庭・地域が子育

ての目標を共有しながら、長期的なスパンで学校運営について共に考え行

動していくことで、「地域に開かれた教育課程」につながっていくと考えら

れる。今後は令和８年に義務教育学校１校になる予定であることから、開校

後における当協議会の新たな在り方などを精査していく必要がある。 

【評価（目的達成度４）】市内６校において学校運営協議会を設置し、学校

と地域が一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むた

めの活動が推進された。 

17 

学校運営

協議会

（コミュ

ニティ・

スクー

ル）活動

推進事業 

【目的】学校と地域が目標やビジョンを共有し、連携・協働しながら子ども
を育む「社会に開かれた教育課程」を目指し、学校の運営及び運営に必要な
支援に関して協議する機関として設置する学校運営協議会での協議や熟議
の結果を踏まえ、幅広い地域住民等が参画することにより、「地域とともに
ある学校づくり」や「学校を核とした地域づくり」の実現につなげ、児童生

徒の健全育成を図る。 
【手段】学校運営協議会の協議や熟議等の結果を踏まえ、幅広い地域住民等
が参画できるよう様々な調整(コーディネート)を行うとともに、学校運営
協議会の活動に必要な経費に対し交付金を交付し活動を後押しする。 
【実績】学校運営に地域住民等が参画することにより、地域の声が活かされ
た。また、協働活動として校外清掃ボランティアや除雪ボランティアが行わ
れ、地域と一体となった地域学校協働本部事業を推進した。〔学校教育活動

地域住民等の参画延べ人数：600人〕 
【課題】「地域とともにある学校づくり」「学校を核とした地域づくり」が実
現できるよう、令和８年度の学校統合後の体制を検討する必要がある。 
【評価（目的達成度４）】学校運営協議会での協議や熟議等の結果を踏まえ、
幅広い地域住民等が参画することにより、「地域とともにある学校づくり」

や「学校を核とした地域づくり」の実現につながっており、児童生徒の健全
育成が図られていることから、実績はあがっていると判断する。 

18 

特別支援

学級連絡

協議会交

付金事業 

 

【目的】教教職員の研究等への支援を行い、特別な支援を必要とする児童生

徒への教育の質の向上を図る。 

【手段】特別支援学級を設置している学校や特別支援学級担当教諭で構成

されている、特別支援学級連絡協議会に対し交付金を交付する。 

【実績】合計 226,700円【北海道特別支援学級教育研究連盟中空知地区協

議会 70,700円、空知情緒障がい教育研究会 48,000円、空知肢体不自由児

教育研究協議会 6,000円、北海道言語障がい児教育研究協議会 20,000円、

空知言語障がい児教育研究協議会 52,000円、中空知特別支援学級設置学校

長協会 27,000円、全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会3,000円】 

【課題】特別な支援を必要とする児童生徒が年々増加傾向であり、多様化す

る様々な課題を抱える教職員の指導情報等の共有や研究成果の発表など、
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教職員等で構成し開催する会議や研究会に参加することは、指導力の向上

のためにも重要であることから、今後も継続していくべきと判断できる。 

【評価（目的達成度４）】多様化する様々な課題を抱える教職員の指導情報

等の共有や研究成果の発表など、教職員等で構成し開催する会議や研究会

に参加することで指導力の向上へ繋がっていると判断できる。 
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就学時健

康診断等

事業 

【目的】小学校就学予定者に対し、あらかじめ健康診断及び知能検査を実施
することにより、就学予定者の状況等を把握し、保護者や入学予定校に対し
必要な助言や指導を行う。 
【手段】市内小学校就学予定児童を一堂に集め、健康診断及び知能検査を実
施。 
【実績】知能検査については、小学校教諭の指導の下行い、知能及び集団生
活への適正を見極めながら心身等に発達の遅れのある就学予定児童につい

て、指導参事が保護者に対し助言を行った。 
 なお、必要に応じて専門家で組織する砂川地区特別支援教育推進委員会
において就学後の在籍すべき学級(普通学級・特別支援学級・特別支援学校）
の適性を協議する際は本診断が重要な判断材料となる。 
【課題】知能検査実施後において、保護者への助言や指導を行っているが、
近年、特別支援学級に入学する児童が増加傾向にあることから、教育相談に
おいては、より専門的な知識を備えた教員等の対応を進める。 
【評価（目的達成度４）】法に基づき適切な健診を実施するとともに、検査
により心身等に発達の遅れが見受けられる就学予定児童について、市教委
や特別支援コーディネーターが教育相談時等において、保護者や就学予定
校に対し的確な助言を行った。 

20 

砂川高校

支援事業 

【目的】単位制普通科である砂川高校の教育活動の効果を高めるとともに、
在学生の進路選択に向けた取組や部活動に対する助成を行うことで、魅力
ある学校づくりを支援し、入学者の増加に資する。 
【手段】学校と協議のうえ決定した次の支援を行う。①予備校サテライト授
業補助、②検定試験受検料補助、③模擬試験受験料補助、④大学見学車借上
げ補助、⑤介護職員初任者研修費用補助、⑥部活動全道大会出場補助（個人
1万5千円、団体は協議）、⑦部活動全国大会出場補助（個人3万円、団体は協
議）、⑧大学入学奨学補助（国公立大学合格者1人30万円、その他10万円）、
⑨対話型学習プログラム授業補助金、⑩予備校集中講座受講補助金、⑪被服
購入補助金（上限5千円）、⑫国際交流授業補助金、⑬入学者募集チラシ印刷・
新聞折込費用、⑭「砂川高校地域新聞」広報すながわ折込手数料 

【実績】①予備校サテライト（1,062,930円）、②検定試験（686人 1,634,078
円）、③模擬試験（92人 211,740円）、④大学見学車借上げ補助（実績なし）、
⑤介護職員初任者研修費用（実績なし）、⑥部活動全道大会出場（個人22人・
団体３組 480,000円）、⑦部活動全国大会出場（個人２人 60,000円）、⑧大
学入学（１人 100,000円）、⑨対話型学習プログラム授業補助金（309,260
円）、⑩予備校集中講座受講補助金（実績なし）、⑪被服購入補助金（65人 
181,610円）、⑫国際交流授業補助金（499,950円）、⑬入学者募集チラシ印刷・
新聞折込費用（実績なし）、⑭「砂川高校地域新聞」広報すながわ折込手数
料（実績なし） 
【課題】空知北学区における中学校の卒業者数が年々減少していく中、砂川
高校の魅力を高めるためのより充実した支援内容を検討していくととも

に、砂川高校の特色である単位制や各種支援を広く周知するための方策に
ついても、砂川高校や各中学校と連携を図り模索・推進していく必要があ
る。 
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【評価（目的達成度３）】空知北学区における生徒数減少等に伴い、平成25

年度から支援を拡大・拡充しながら間口数の確保に努めていたが、令和４年
度から２間口となったところであり、入学者数は３年度は49人となり、４年
度は62人、５年度は65人となったところである。今後は、砂川高校と十分に
協議を行い、社会的ニーズを鑑みながら、効果的な支援策の検討及び広報活
動について精査が必要と考える。 
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小中学校

施設整備

事業 

【目的】市内小・中学校の施設設備及び備品を計画的に改修又は更新をする
ことにより、児童生徒にとって必要な学習環境の整備を図るとともに、安全
で快適な施設の維持及び延命化を図ることで健全な育成につなげる。 
【手段】例年８月に各小・中学校を対象とした、学校施設・設備・環境整備
に係る要望調査を実施し、提出された要望事項について、現地の確認や聞き
取り調査を行ったうえで精査・検討のうえ、①年度内に対応 ②新年度新規
予算で対応 ③新年度経常経費で対応 ④総合計画の中で計画的に対応 ⑤
当面実施しないものとに区分して改修・更新等を実施する。なお、要望調査
対象外の突発的な修繕等は日常的に発生するため、都度、現地を確認のうえ
対応する。 
【実績】北光小学校旧校長住宅解体工事、空知太小学校旧教頭住宅解体工
事、空調設備学校間移設工事（石中から砂中へ） 

【課題】各学校施設ともに築20年以上が経過し、施設や設備の老朽化によっ
て修繕等を要する箇所が増加していることから、都度、現地確認のうえ、児
童生徒の安全確保を第一に改修等を行っていく必要がある。 
 なお、実施にあたっては義務教育学校開校控えていることから緊急度、危
険度を考慮し、必要性かつ効果を十分に精査しながら取り組んでいく。 
【評価（目的達成度４）】学校施設の老朽化に伴い不具合の発生件数は増加
しているが、計画的な改修及び日常的な修繕を実施し、児童生徒の安全確保
や学校運営に支障の無い状態を維持している。 
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学校教材

備品充実

事業 

【目的】各小・中学校において、学習指導要領に基づく必要な教材備品やＩ
ＣＴ機器の整備充実を図ることにより、児童生徒にとって分かりやすい授
業が提供されるとともに、学校教育活動の振興及び円滑な運営が図られる。 
 また、各学校の図書の入れ替えや不足図書の購入を進めることで学校図
書を充実させ、児童生徒の自由な読書活動や主体的な学習活動を支援する。 
【手段】毎年２月に各小・中学校に対して学校均等割・学級数割等で算定し
た予算配当額を通知し、３月に教材備品、４月に学校図書の購入計画書の提
出を受けた後、事務局において計画内容を精査した中で購入する教材備品
及び図書を決定する。なお、学校図書については、各学校の蔵書数が国が示
す学校図書館図書標準を上回る事を目標に計画的な購入を促している。 
【実績】各小・中学校と連携し、配当された予算の範囲内においてＩＣＴ機
器類を含めた効果的な教材備品を計画的に整備したことで、教育目標の達
成や特色ある授業づくりにつながったとともに、児童生徒にとってわかり
やすく充実した授業が提供された。また、学校図書について、計画的に蔵書
数の基準を達成するよう努める中で児童生徒の主体的な学習活動につなが
った。（市内小・中学校６校のうち２校が図書標準を満たしている。） 
【課題】複雑化・多様化する教育課題に対応するため、限られた予算の中で
より効果的な教材の購入が可能となるよう、各学校との連携を密にして情
報の共有を図るとともに、蔵書数の目標値なども勘案しながら予算を計上
していく必要がある。また、合わせて学習指導要領の全面改定時期に向けた

協議を進め、学習指導に必要とされるＩＣＴ機器類を含めた適切な教材備
品の提供に努める。 
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【評価（目的達成度４）】各小・中学校に予算を配当した中で、学校主導の

もと計画的にＩＣＴ機器類を含めた教材備品及び図書の購入を行っている
ことから、新たな学習指導要領やそれぞれの学校の特色に合わせた効果的
な活用がなされている。 
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小中学校

適正配置

の検討 

【目的】近年、市内小・中学校における児童生徒数の減少に伴う学校運営上
の諸課題が明らかになっている状況に鑑み、教育環境の再構築を図ること
で教育効果が一層高まるよう、全ての小・中学校を対象とした適正配置につ
いて検討を進める。 
【手段】砂川市義務教育学校の開校に向け、以下の事項について執り進め
る。(１)具体的な協議・検討を進めていくため、統合準備委員会を設置する。 
(２)小中一貫教育の導入・推進に向け、小中一貫教育推進委員会を設置す
る。(３)義務教育学校開校に向けた、児童の不安解消のため交流会等を実施

する。※上記のほか、随時、基本的方向性に基づく市長部局等との協議等を
行う。 
【実績】適正配置基本計画に基づき、学校統合の準備に関し調査及び協議を
行う砂川市立小中学校統合準備委員会、小中一貫教育に関する調査及び協
議を行う砂川市小中一貫教育推進委員会を設置し協議を進め、令和５年４
月に、砂川市小中一貫教育推進計画を策定した。また、義務教育学校の校名

の公募や児童生徒による投票を実施し、校名を「砂川市立砂川学園」と決定
するなど、令和８年４月の義務教育学校の開校に向けた準備を進めている。 
【課題】義務教育学校建設工事を進めていくとともに、校歌や校章など開校
に向けた具体的な協議を実施することとしている。また、義務教育学校の開
校を見据え、小中一貫教育の導入・推進に向け「小中一貫教育推進計画」に

基づき、具体的な取り組みを実施していく。 
【評価（目的達成度５）】砂川市立小中学校統合準備委員会、砂川市小中一
貫教育推進委員会を開催し、学校統合、小中一貫教育について協議を進め、
義務教育学校の校名に関する提言や小中一貫教育推進計画を策定するなど
の実績がある。 
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食育推進

事業 

【目的】近年、国民的課題として食生活の乱れが指摘されており、児童又は
生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学

校における食育を推進する。 
【手段】各学校における「食育に関する指導の全体計画」に基づき、食育推
進の中核的な役割を担う栄養教諭が具体的指導を行う。 
【実績】児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態

度を身につけている。 
【課題】各学校が作成した「食育に関する指導の全体計画」に沿って、学校
給食を教材として活用しながら、計画的・系統的な食育の推進が求められて
いることから、学校給食の時間をはじめ、特別活動や各教科など学校の教育
活動全体を通して、栄養教諭の専門性を活かし、共同（１市３町）で連携を
図って取り組むことが重要である。 
【評価（目的達成度３）】全小中学校において栄養教諭による給食時間訪問
を実施し、小学校では、給食前の時間で食に関する指導を行った。令和５年
度も、地元食材のみで作った「ジャリン子給食」を実施し、食に関する理解
を深める機会となった。 
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学校給食

センター

整備事業 

【目的】学校給食センターの施設及び設備の修繕・改修・更新等を行うこと

により、衛生管理のより行き届いた安心・安全でおいしい給食の提供を安定

的に行うとともに、施設及び設備等の延命化を図り、児童生徒の心身の健全

な発達と食生活の改善に寄与する。 
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【手段】調理・衛生設備については、毎日３食を常に調理している施設にお

ける耐用年数は、８年と言われている。しかし、当学校給食センターは１日

１食であるため、耐用年数は、前述の約２倍である。修繕での対応を基本と

するが、優先順位を精査した中で計画的に更新を図る。なお、軽微な修繕は

日常的に発生するため、都度対応することとする。 

【実績】受変電設備については、平成10年の開設当初から改修を行っていな

かったため、経年劣化による停電事故を防ぐため改修した。計画的な改修を

行うことにより施設の長寿命化を図ることができた。 

【課題】現在の学校給食センターは、改築後26年が経過し、施設及び設備の

老朽化の進行に伴い修繕等を要する箇所が増加してきている。修繕だけで

は対応できなくなることから、施設の改修や設備の更新を令和２年度から

１市３町の共同事業として計画的に進めていく。 

【評価（目的達成度４）】受変電設備改修工事等を実施したことにより、安

心・安全な給食を安定的に提供できるようになった。 
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学校給食

事業（共

同調理場

方式） 

【目的】安心・安全でバランスのとれた栄養豊かな学校給食を提供すること

により、児童生徒の健康の保持増進を図るとともに、学校給食を通して食事

についての正しい理解を深め、健全な食生活を営む力を養う。 

【手段】市内小中学校で完全給食を実施。令和２年度から上砂川町・奈井江

町・浦臼町にも給食を提供している。学校給食を砂川市学校給食センターで

調理し、各学校へ配送する。なお、一部業務（米飯及びパン、給食配送、庁

舎及びボイラー管理）は委託している。 

【実績】完全給食の実施により適切な栄養摂取が図られている。 

【課題】調理員及び補助調理員により人員を確保している。調理員を中心と

して責任・役割を交代で果たしていく体制を構築し、１市３町による共同事

業として運営としていく。 

【評価（目的達成度４）】令和５年度では年間平均200日、年間合計308,553

食を提供した。 
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学校給食

費無償化

事業 

【目的】学校給食費を無償化することにより、子育てにかかる経済的負担を

軽減し、子どもを産み育てやすい環境の向上を図る。 

【手段】市内小中学校の学校給食費を無償化する。他市町村に区域外通学す

る市内在住の児童生徒の保護者に対し学校給食費を補助する。 

【実績】保護者の経済的負担が軽減され、子育て世帯の支援が図られた。ま

た、学校においても徴収に関する事務が軽減された。 

【課題】学校給食費無償化により保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援

の充実が図られており、継続して事業を実施する。今後は、国の学校給食費

無償化政策について動向を注視する必要がある。 

【評価（目的達成度５）】学校給食費を無償化したことにより、保護者の経

済的負担軽減が図られた。 
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（外部評価委員の意見） 

 
「５ 児童生徒指導・教育相談事業」について、義務教育学校開校時に不登校児童生徒が

増加した場合に適切に対応できるよう努めてほしい。 

 

「20 砂川高校支援事業」について、砂川高校の魅力をさらに発信できるよう周知に努め

てほしい。 

 

「24 食育推進事業」について、給食時間の十分な確保や、さらなる食育の推進に努めて

ほしい。 
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（３）社会教育  令和５年度に実施した主な事業 

番号 事業名 掲載ﾍﾟｰｼﾞ 担当部署 

１ 公民館主催事業 P32 公民館管理係 

２ 出張公民館事業 P33 公民館管理係 

３ 公民館施設整備事業 P33 公民館管理係 

４ 読書活動推進事業 P33 公民館管理係 

５ 図書館施設整備事業 P34 図書館管理係 

６ 図書充実事業 P34 図書館管理係 

７ 図書館開館時間延長事業 P34 図書館管理係 

８ 子ども読書活動推進事業 P35 図書館管理係 

９ ＰＴＡ連合会活動支援事業 P35 社会教育課社会教育係 

10 乳幼児教育推進事業 P35 社会教育課社会教育係 

11 家庭教育セミナー支援推進事業 P36 社会教育課社会教育係 

12 家庭教育サポート企業推進事業 P36 社会教育課社会教育係 

13 ジャリン子ふれあい体験学習推進事業 P37 社会教育課社会教育係 

14 子ども会育成団体連絡協議会推進事業 P37 社会教育課社会教育係 

15 国際交流推進事業 P37 社会教育課社会教育係 

16 放課後子ども教室推進事業 P38 社会教育課社会教育係 

17 子ども防災教室推進事業 P38 社会教育課社会教育係 

18 少年の主張大会運営事業 P38 社会教育課社会教育係 

19 あいさつ運動推進事業 P39 社会教育課社会教育係 

20 青少年問題協議会運営事業 P39 社会教育課社会教育係 

21 青少年指導センター推進事業 P40 社会教育課社会教育係 

22 成人式（はたちの集い）運営事業 P40 社会教育課社会教育係 

23 子ども職場体験推進事業 P40 社会教育課社会教育係 

24 地域サークル活動運営事業 P41 社会教育課社会教育係 

 

事業名 概       要 

１ 

公民館主

催事業 

【目的】地域課題や市民の学習ニーズに対応した講座・教室・講演会を開設

して、継続的学習を行う新規グループ・サークルの設立や既存グループ・サ

ークルの活性化を図りながら、誰もが経済力等の境遇に左右されることな

く公平に学ぶことのできる機会を確保し、地域課題の解決、市民の教養の向

上や技術の習得につなげる。 

【手段】地域課題や市民の学習ニーズに対応した講座・教室・講演会を企画

し、広報すながわ・オアシス通信・チラシ等により受講案内をし、申込は公

民館窓口又は電話若しくはLOGOフォームで受け付ける。 

【実績】市民大学を全５回開催（公民館管理係所管分）し、延べ152人の参

加があった。公民館講座・教室は９事業全26回実施し、合計201人が参加し

た。 
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【課題】公民館主催事業以外にも多様な主体による学習機会の提供がされ

ているが、各種の事業を行い、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する

などの目的のため、現状を継続する方向で主催事業の開催を進める。受講者

アンケート等を参考にしながら、効果的な事業推進を図る。受講者アンケー

トの満足度は高い。 

【評価（目的達成度４）】市民大学、公民館講座・教室の受講者数は令和４

年度より増加し、開講にあたっては、学びの機会の公平性が確保されている

ことから、事業実績は上がっているものと評価する。 

２ 

出張公民

館事業 

【目的】公民館グループ・サークルと連携し、公民館へ来館が困難な市民に

対して学習機会を提供できるようにし、公民館グループ・サークルの学習成

果の地域還元をすることによりグループ・サークルの活性化を促し地域に

おける学習機会を確保する。 

【手段】公民館グループ・サークルで活動している人材が主体となり、市内

東・南・北地区コミュニティセンターあるいは地域から要請があれば町内会

館等で講座を開催することに必要な調整を行う。 

【実績】令和５年度においては、チラシを配布するなど、事業周知を集中的

に行ったが、結果的に講座を実施できなかった。 

【課題】本事業は、継続的なグループ・サークルの活動ではなく、体験活動

や見学の機会の提供として進めていく。平成25年度より事業を開始し、福祉

施設への慰問希望があることから、実施も可能としているところである。申

込方法等、団体への周知に努めていく。 

【評価（目的達成度３）】公民館に来館が困難な市民や地域の学習機会の提

供、学習のきっかけ作り、また、公民館グループ・サークルの学習成果を地

域に還元といった効果が期待できる意義深い事業ではあるが、令和５年度

も講座を開催することができなかった。このため、適切に評価することは困

難であるが、地域の学習機会を提供することは一定程度できている。 

３ 

公民館施

設整備事

業 

【目的】公民館施設機能を維持することにより、市民一人ひとりの学習ニー
ズや地域課題の要請に応じた生涯学習の拠点機能を確保する。 
【手段】定期的に施設の状態を点検・記録し、施設本体、設備又は備品等の
破損・劣化頻度を把握しつつ、長期的視点から最も低廉な費用で計画的な改
修・管理を行う。 
【実績】令和５年度における改修工事などは行わず、公民館保守管理業務を
日常的・定期的に行いながら、可能な範囲の小修繕を行うなど、計画的な施

設維持に努めた。 

【課題】公民館は耐震改修等工事を行ったことから大規模な改修・修繕は予
定していないが、設備備品の更新は必要であり、計画的に行う。 
【評価（目的達成度４）】日常的・定期的な施設の保守管理業務を行うなど
計画的な維持に努め、生涯学習の拠点機能を維持するための実績は一定程
度上がっていると考える。 

４ 

読書活動

推進事業 

【目的】読書の普及・啓発に係る事業を実施することにより、読書に親しむ

機会が得られ、子どもの読書習慣の定着化や自主的な学習活動を支援する

とともに図書館の利用拡大を図る。 

【手段】・読書推進事業（展示事業、朗読会、リサイクル市など) 

・広報活動（広報、社会教育情報誌への掲載、館内刊行物、ポスター、パン

フレット、ホームページの更新など） 

【実績】図書館リサイクル市…1回、149人参加、大人のおはなし会…1回開

催、22人参加、展示事業…42回実施 
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【課題】子ども読書活動推進計画と整合性を図りつつ、図書館情報の効果的

な提供及び相談、読書ニーズに応じた図書館整備など事業内容の改善を行

う。 

【評価（目的達成度４）】新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のために

令和４年度は未実施だった図書館リサイクル市を５年度は実施し、多数の

参加者を得た。また、他の事業の参加者は増加しており、展示事業を積極的

に実施して既存資料の有効活用を行うなど、事業実績は上がっている。 

５ 

図書館施

設整備事

業 

【目的】図書館施設機能を維持することにより、市民一人ひとりの学習のニ

ーズや地域課題の要請に応じた社会教育機能を確保する。 

【手段】定期的に施設の状態を点検・記録して、施設本体、設備又は備品等

の破損・劣化度を把握しつつ、長期的視点から最も経済的な費用となるよ

う、計画的に改修・管理を行う。 

【実績】令和５年度は改修工事などは行わず、施設の保守管理業務を日常

的・定期的に行いながら、可能な範囲の小規模な修繕を行うなど、計画的な

施設維持に努めている。 

【課題】図書館は昭和57年度の開設以来40年近く経過していることから、施

設・設備の定期的な点検を行いながら、計画的な大規模修繕が必要である。 

【評価（目的達成度４）】日常的・定期的な施設の保守管理業務を行うなど

計画的な維持に努め、生涯学習の拠点機能を維持するための実績は上がっ

ている。 

６ 

図書充実

事業 

【目的】図書等の必要な資料を適切に収集、整理、保存しながら、貸出等を

行い市民に供し、教養、調査研究等市民の自主的な学習を支援する。 

【手段】利用者のニーズや図書の発刊の状況、蔵書の構成や図書の利用状況

を見据え、計画的に図書等を整備し、適正に整理・保存できるようにしたう

え、これらに関して分かりやすく案内・提供・貸出するとともに、利用者等

からの相談に応じる。 

【実績】令和５年度においては、279日開館、貸出冊数は52,253冊、1日当た

り187.3冊の貸出冊数があった。※令和４年度の開館日数は264日、貸出冊数

は49,761冊（図書館照明ＬＥＤ化改修工事による休館あり） 

【課題】図書資料の整備経費を現状水準で維持しつつ、利用者のニーズや地

域課題に対応した利用価値の高い資料構成にしていく。 

【評価（目的達成度４）】図書館の利用は令和４年度と比較して貸出人数・

貸出冊数・入館者数は増加、１日当たりの貸出冊数はほぼ横ばいとなってい

るが、蔵書構成や利用者のニーズを考慮しながら図書を整備し、古い図書は

適時除籍しながら蔵書管理を実施していることから、一定程度実績は上が

っている。 

７ 

図書館開

館時間延

長事業 

【目的】通常の開館時間（10時～18時）に図書館の利用が困難な市民に対し

て、図書館の開館時間を延長する日を設け、市民の利便性向上に繋げる。 

【手段】毎週水曜日及び金曜日（祝日を除く）の開館時間を20時まで2時間

延長。 

【実績】令和５年度の開館延長日は93日、延長時間帯における入館者数は

361人、貸出冊数は1,728冊で、入館者は令和４年度実績と比較すると増加し

ているが、開館延長日１日当たりの入館者は令和４年度と比較すると4.0人

から3.9人とほぼ横ばいとなっている。※令和４年度の開館延長日は87日、

入館者は348人、貸出冊数は1,794冊（図書館照明ＬＥＤ化改修工事による休

館あり） 
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【課題】市民の生活時間が多様化している一方、入館者や貸出冊数の事業実

績の動向を注視しながら、今後の実施について検討していく必要がある。 

【評価（目的達成度３）】開館時間延長日における入館者は令和４年度と比

較して増加、開館延長日１日当たりの入館者はほぼ横ばいとなっており、夜

間時に開館して日中に来館が困難な市民の利便性の向上に一定程度の実績

は上がっている。 

８ 

子ども読

書活動推

進事業 

【目的】子どもが「いつでも」「どこでも」「だれでも」読書に親しみ、読書
の大切さを知ることができるよう子どもの読書活動をみんなで支え、読書
を通じて子どもが自主的に読書活動ができる環境を創出する。 
【手段】・ブックスタート事業の実施 
・子ども読書活動に対する学校、家庭、地域における取り組みに対する情報
提供や助言等の支援 

・学校における読書推進（学校図書館支援、授業における図書館利用など） 
・子ども読書活動を支えるボランティアの活動機会の提供 
・その他、子ども読書活動の環境整備 
【実績】ブックスタート事業…67組配付、赤ちゃんのおはなしばたけ…12回
開催、139人参加、おはなしのいずみ…10回開催、104人参加、図書館おたの
しみ会…2回開催、61人参加、出張おはなし会…延べ11回開催、669人参加、
1日子ども図書館体験･･･1回開催、2人参加、子ども手作り絵本教室･･･1回開
催、13人参加 
【課題】令和３年度が初年度の第３次砂川市子ども読書活動推進計画が学
校における読書活動を推進するための学校・家庭・図書館の連携強化や、子
ども読書活動ボランティアが多様な場面で活躍できる場の調整・確保が課

題となっており、子どもの自主的な読書活動を支えるため、読書へのきっか
けになる事業の実施や学校が図書館に気軽に読書に関する相談のできる体
制、情報提供の充実を図るとともに、図書館事業へのボランティア人材の活
躍の機会を拡大しながら、学校、家庭、地域が連携して子どもの読書活動環
境の充実を行っていく。 
【評価（目的達成度５）】令和４年度より参加者数が増加している事業が多
く、参加者の満足度も高いことから、子どもの読書活動についての実績は上

がっている。 

９ 

ＰＴＡ連

合会活動

支援事業 

【目的】ＰＴＡ活動に関する各種研修会等への参加経費を補助し、ＰＴＡ
活動の向上、活性化を図るとともに、ＰＴＡ連合会の様々な協力を得なが
ら青少年の健全育成を推進する。 

【手段】全道ＰＴＡ研究大会への参加経費など、研修会の参加経費につい
て補助を行う。 
【実績】砂川市ＰＴＡ連合会に対して、補助金の支出をした。 
【課題】ＰＴＡ連合会の活動促進に向け、事務局等関係者からの求めに応
じた情報提供等の相談に応じるなど、引き続き活動の支援を行う必要があ
る。 
【評価（目的達成度３）】共働き家庭の増加や保護者の多忙さなどから、
ＰＴＡ活動の向上、活性化には至らない面もあるが、ＰＴＡ連合会の協力
を得ながら青少年の健全育成推進を行っており、概ね実績はあがってい
る。 

10 

乳幼児教

育推進事

業 

【目的】乳幼児及びその保護者を対象に、乳幼児の発達段階に応じた健やか

な成長に役立つ知識・技能の習得、親子同士が交流できる機会を設けること

により、子育てに関する悩みの解消、家庭の教育力向上につなげる。 

 

35



 

【手段】子育て支援センターや乳幼児教育に関する専門的な知識を持つ地

域の方々と連携し、様々な遊びの実技指導やおもちゃを紹介し体験・活動を

しながら、子育てに関する相談、親子同士での交流活動を行う。 

【実績】乳幼児期の子どもを持つ保護者に子育てに関する悩みの解消、家庭

の教育力を学ぶ機会が確保された。アウトメディアの観点を意識したアナ

ログゲーム・クラブの実施など事業内容を工夫した。〔子育てひろば参加者

数：91人、 アナログゲーム・クラブ参加者数：69人〕 

【課題】少子化や核家族化の進行等により、子育て支援の面から乳幼児教育

の充実を図ることが重要になってきていることから、事業内容を充実して、

事業を継続する必要がある。 

【評価（目的達成度４）】乳幼児の発達段階にあわせた学びと親子の交流を

推進することは、子どもの心身の発達を促すとともに子育てに関する悩み

の解消、家庭教育力の向上につながる。参加者の満足度も高いことから、実

績はあがっている。 

11 

家庭教育

セミナー

支援推進

事業 

【目的】乳幼児及び小中学生の保護者を対象に、学校・家庭・地域が連携し

た家庭教育に必要な知識や技能の習得に対する活動を支援する。また、保護

者同士の交流や育児のリフレッシュを図る機会を設けることにより、育児

を楽しむための気分転換と生涯学習の推進を図る。 

【手段】市内小中学校で実施する保護者の家庭教育・地域教育の知識向上の

ためのセミナーについて、その計画・実績に基づき、講師謝礼を支出するこ

とにより支援する。 

【実績】地域で子どもを育てるよりよい環境をつくり、家庭や地域での教育

の大切さを学ぶ機会が拡充された。〔いきいき家庭セミナー参加者数：延326

人、ママさんリフレッシュセミナー参加者数：52人〕 

【課題】家庭の教育力向上がこれまで以上に重要な課題となっていること

から、事業内容を充実して事業を継続する必要がある。 

【評価（目的達成度４）】いきいき家庭セミナーでは家庭教育の知識に関

する講座が開催されるなど、ＰＴＡの実情に応じた事業が行われている。

ママさんリフレッシュセミナーでは様々な講座を実施した。両事業とも参

加者の満足度も高く、実績があがっている。 

12 

家庭教育

サポート

企業推進

事業 

【目的】家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組む企業等と連

携を深め、家庭教育の推進を図るとともに、学校・家庭・地域・企業の連携

により安心安全なまちづくりを推進する。 

【手段】職場体験や地域行事等への参画の依頼、従業員の学校行事や家庭教

育支援事業等への参加促進、安心安全な地域づくりへの協力など、家庭教育

を支援する職場環境づくりに取り組む企業に「砂川市家庭教育サポート企

業」として登録していただき、情報の提供や取組支援を行う。 

【実績】企業と連携して家庭教育の支援や社会教育事業を行うことで、子ど

もを育てるよりよい環境づくりの推進を図った。〔登録企業数：93社〕 

【課題】家庭教育サポート企業についての周知を行うともに、企業自らが

主体的に事業を実施するための働きかけや助言を行い、企業から発信する

家庭教育支援の充実を図る。また、新規の企業登録に向けた取り組みを随

時行っていく。 

【評価（目的達成度３）】継続的な働きかけによって、家庭教育を支援す

る職場環境づくりを進める家庭教育サポート企業の意識は高まっており、

目的を満たす実績は概ねあがっている。 
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13 

ジャリン

子ふれあ

い体験学

習推進事

業 

【目的】市の地域資源を活かした様々な自然体験学習を通して生きる力や

学びに向かう力を身に着けた子どもを育てる。 

【手段】自然体験学習に協力できる団体から会員を推薦していただき、「す

ながわ子どもセンター協議会」を組織し、事業の実施主体となり、北海道立

青少年体験活動支援施設ネイパル砂川や砂川遊水地管理棟等と連携し、子

どもが継続的かつ主体的に自然体験活動ができる場を設定する。 

【実績】親子や子ども同士、子どもと大人が触れ合う内容で事業を実施

し、地域の教育力と子どもたちの生きる力や学びに向かう力が養われた。

また、協議会会員が培ってきた知識や経験によって地域づくりやボランテ

ィア活動が推進された。また、リングプル運動において車椅子を取得に向

けてリングプルを回収した。〔参加者数：延129人、子どもセンター協議会

会議開催状況…構成人数：12人、５回開催〕 

【課題】協議会の会員が多忙化・高齢化してきているため、主催事業を行

い活動を継続するには、体制の維持が必要となってきている。 

【評価（目的達成度４）】参加者アンケートにおける満足度が100％と高水

準であり、事業としても定着しているため、実績はあがっている。 

14 

子ども会

育成団体

連絡協議

会推進事

業 

【目的】単位子ども会の活動を支援するとともに、地域の自然や景観に親し

みながら屋外活動に意欲的に取り組む活動を支援することにより、「地域で

子どもを育てる」基礎を作る。 

【手段】子ども会の枠を超えて広く市内の幼児・小学生を対象とした屋外活

動事業を主催する砂川市子ども会育成団体連絡協議会に対し事業費の補助

を行うとともに、事業の企画・運営を支援する。 

【実績】砂川高校の生徒や更生保護女性会にボランティアスタッフとして

協力を得て、４年振りに子ども会育成事業(ジャリン子夏まつり)を実施し

た。新型コロナウイルス感染症の影響で各地区の子ども会活動の行事の実

施が困難になっている中、貴重な活動の場となった。〔ジャリン子夏祭り参

加者数：115人〕 

【課題】単位子ども会の実態等を踏まえた事業運営を計画しており、例年多

くの子どもが参加する事業となっているため、現状のまま継続する必要が

ある。 

【評価（目的達成度３）】子どもの減少とともに休止の子ども会が増加し、

子ども会活動が停滞していることから、子ども会活動を柱に地域で子ども

を育むことは難しいが、広く市内の子どもを対象とした事業を実施してお

り、概ね実績はあがっている。 

15 

国際交流

推進事業 

【目的】地域人材を活かし外国の文化・風習・言語に親しみ、国際社会への

興味・関心を持たせる。 

【手段】子どもの国際交流活動に協力いただける地域人材で組織した「国際

交流ふれあい委員会」が実施主体となり、近隣のＡＬＴ（外国語指導助手）

等の協力を得て事業を行う。 

【実績】近隣のＡＬＴ（外国語指導助手）等の協力を得て事業を実施するこ

とにより、異文化への理解や親近感が高まり、国際感覚が養われている。 

〔参加者数：延88人〕 

【課題】小学校において外国語学習が行われていることからも、国際交流事

業の果たす役割は大きくなっている。継続的に事業を行っていくため、近隣

市町との連携を途切れさせないことに加え、新たな地域人材の発掘など「国

際交流ふれあい委員会」の体制の維持に努める。 
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【評価（目的達成度３）】子どもの頃から外国の文化に触れ、外国語に親し

むことで国際社会への興味・関心を持たせることにつながり、参加者の満足

度も高いことから、概ね実績はあがっている。 

16 

放課後子

ども教室

推進事業 

【目的】子どもたちの安全・安心な居場所を設け、子どもを見守り育てる環

境づくりを地域ぐるみで行う風土を醸成する。 

【手段】地域の方々の参画を得て、子どもたちとともにスポーツや文化活

動、地域との交流等を実施する。また、学童保育所と連携することにより、

より多くの児童が交流できる事業とする。 

【実績】子どもたちの安全・安心な放課後の居場所を確保するとともに、地

域住民の参画により、地域ぐるみで子どもを育む環境づくりが推進された。

令和５年度は感染症の流行が発生し、複数の学年で体調不良者が確認され

たため、学校と情報を共有し、感染拡大防止のため開催を中止した。（中止

回数２回）〔参加者数 登録児童数：176人、延：2,170人〕 

【課題】地域ぐるみで子どもを育む環境のより一層の整備を図るため、放

課後GO!GO!の趣旨や活動を広く周知してサポーターの確保に努める。ま

た、令和８年度の義務教育学校開校に向けて、義務教育学校の日課、スク

ールバスの運行状況、学童保育所の運営方法等を踏まえて実施方法を検討

する必要がある。 

【評価（目的達成度４）】授業時数の増加により活動時間が限られる中、

地域との交流や異年齢集団による様々な充実した活動が行われ、安全・安

心な居場所づくりにつながっているため実績はあがっている。 

17 

子ども防

災教室推

進事業 

【目的】災害発生時に自分の命を守ることを最優先として正しい知識を持

ち、適切な行動ができる力を育てるとともに、防災体験を通して普段からの

備え・訓練の大切さを学び、防災に対する意識や関心を高める。 

【手段】地震や火災など起こりうる事態を実際に体験し、災害に対する普段

からの備えの大切さを学ぶ機会を提供するため、「子ども防災バスツアー」

として、防災体験のできる施設見学と公共的な施設見学・体験をする。また、

防災の日（９月１日）に合わせて防災の知識が掲載されているハンドブック

を作成し、市内小中学校に配付する。 

【実績】令和５年度は札幌市民防災センターと下水道科学館・創成川水再生

プラザを訪問し、地震体験や災害バーチャル体験、大雨や洪水時の下水管の

役割の学習など、市内ではできない防災体験を通して、防災に対する意識を

高めた。〔参加者数：９人〕 

【課題】事業実施は隔年を基本とするが、各小学校で実施している１日防災

教室と類似しないよう、教育委員会だから提供できる事業内容を検討する

必要がある。 

【評価（目的達成度４）】市内ではできない防災体験を通して、防災に対す

る意識を高めた。参加者の満足度も高いことから、実績はあがっている。 

18 

少年の主

張大会運

営事業 

【目的】少年が社会へ向けての意見、未来への希望などを発表する機会を設

けることにより、青少年の健全育成に対する市民の理解を深める契機とす

る。 

【手段】中学校の教頭・担当教諭とともに実行委員会を組織し事業の企画・

運営を行う。中学校において選出された代表者が主張の発表を行い、青少年

健全育成に関わる者が選考審査にあたり講評を行う。 

【実績】令和５年度は会場を地域交流センターに変更し、感染症対策に係る

入場制限を設けずに実施した。また、中学生の思いや考えを広く市民に知っ
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てもらうため、発表者全員の主張文を「オアシス通信」に掲載した。〔発表

者数：５人 観覧者：５３人〕最優秀賞を受賞した生徒は砂川市の代表とし

て、令和５年度少年の主張大会空知地区大会に出場した。経費については、

空知地区大会が砂川市で開催されたため旅費の支出はなかった。 

【課題】令和５年度は中学校２校が統合し１校となったが、従来の開催方法

で実施した。令和６年度は統合後の中学校の実態を踏まえ、開催方法等につ

いて検討する必要がある。また、中学校の生徒及び教職員に大きな負担が掛

かっている現状を改善するため、令和６年度より実行委員会形式ではなく

市教委直轄事業として継続することとした。 

【評価（目的達成度４）】発表者、来場者ともに本取組を通して自分の考え

を深めることができたことが読み取れるため、青少年の健全育成に対する

市民の理解を深めるきっかけを作ることができた。参加者の満足度も高い

ことから、実績はあがっている。 

19 

あいさつ

運動推進

事業 

【目的】「あいさつ運動」を全市的に展開・啓発し、温かい地域と心豊かな

子どもを育てる。 

【手段】・あいさつ運動強調週間の実施（春季、秋季の年２回） 

・物品の貸与（のぼり、腕章、たすき） 

・各実施団体・参加者の計画に基づいた自主的、日常的な活動の推進。（各

学校における児童会（生徒会）やＰＴＡ等を中心とした活動、日常的な家庭

でのあいさつの励行、学校独自のあいさつ活動への協力、家庭教育サポート

企業における自主的な活動）・あいさつ運動「標語」の募集（隔年で実施） 

【実績】地域の子どもと大人が日ごろからあいさつを交わすことで、かかわ

りを深め、心通いあう安全安心なまちづくりにつながっている。新型コロナ

ウイルス感染症が５類感染症に引き下げられたため、年２回のあいさつ運

動強調週間では、各小・中・高校区域の通学路等で街頭での活動を再開した。 

〔参加者数：延2,929人、あいさつ運動推進委員会会議開催状況…構成人員

９人、３回開催〕 

【課題】あいさつ運動強調週間をきっかけの一つとして、日常的な運動とし

て定着していくことの意義を広く認識してもらうこと必要である。また、令

和８年度の学校統合に向けて、スクールバス停留所の配置等を踏まえ、実施

方法等を検討していく必要がある。 

【評価（目的達成度３）】新型コロナウイルス感染症が５類感染症に引き下

げられたことに伴い、４年ぶりに街頭での活動を再開した。以前に比べると

参加団体・人数が減少したものの、学校・家庭・地域住民と子どもがコミュ

ニケーションを図るきっかけづくりとなっており、概ね実績はあがってい

る。 

20 

青少年問

題協議会

運営事業 

【目的】青少年の指導、育成及び保護についての調査検討を行い、必要に応

じ各種情報資料の交換、収集並びに関係機関の活動の促進を図るなど具体

的対策の樹立に関する事務をつかさどる。 

【手段】青少年の健全育成に関する諸課題を関係行政機関と調整を図り、意

見を述べる。 

【実績】青少年問題協議会議で情報交換や問題点の協議を行い、青少年の健

全育成、非行防止、安全確保を図った。〔構成人員：12人、１回開催〕 

【課題】善行青少年の推薦を幅広く募る。また、随時青少年活動に関する情

報の収集に努めるとともに、協議会の審議内容などを精査し、充実を図る必

要がある。 
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【評価（目的達成度４）】青少年の健全育成に関わる関係機関の代表者が一

堂に会し、他の模範となる行動をした青少年の顕彰や情報の共有を含め活

動を推進することで、非行防止や安全確保に関する対応につなげることが

できる体制となっており、実績はあがっている。 

21 

青少年指

導センタ

ー推進事

業 

【目的】・市内小中高校生の健全育成及び非行防止並びに安全確保を図る。 
・指導推進員の生徒指導力向上を図る。 
【手段】・指導センター推進員会議の開催（月１回実施、情報交換を行い、
生徒指導上の課題や問題点を協議し対策を講ずる） 
・推進員研修（推進員会議でテーマを決め年１回実施。生徒指導力の向上を
図る） 
・巡回指導（ＰＴＡ、警察の協力を得て、祭典や市民行事の際に巡回指導を
実施する） 

・情報の収集と発信（校外生活の心得の見直し・作成・配付、「オアシス通
信」の紙上にて生徒指導上の情報等を随時提供する） 
・「子ども１１０番の家」との連携 
【実績】指導センター推進員会議での情報交換や問題点の協議を行うこと
で、青少年の健全育成、非行防止、安全確保が図られた。〔構成人員：12人、
12回開催〕 
【課題】非行指導に関する情報共有だけではなく、小中高での一貫した生活
指導を実現するため、各校での取り組状況について情報提供・意見交換する
必要がある。また、令和８年度の学校統合後の体制を検討する必要がある。 
【評価（目的達成度４）】市内小中高等学校の児童・生徒指導担当者や滝川
警察署の担当者が一堂に会し、情報の共有やＰＴＡを含めた活動を推進す

ることで、関係者が一体となり非行防止や安全確保に関する対応につなげ
ることができることから実績はあがっている。 

22 

成人式

（はたち

の集い）

運営事業 

【目的】成人同士のつながりを深め、故郷砂川への愛着を持たせるととも
に、社会人の一員としての自覚を促す。 
【手段】成人で世話人会を組織し、世話人会が成人式（はたちの集い）の内
容を企画・運営する。 
【実績】すべての成人に対して主体的な式参加の自覚を促し、仲間づくりや
故郷砂川への誇りを再認識してもらうことを目的に、行政主導ではなく、成
人と運営ボランティアの方々が運営を担う方法を取り入れながら実施し
た。〔式典参加者：112名／対象者159名（出席率70.44％）〕 
【課題】故郷砂川を再認識できる場として重要と考えており、今後も引き続

き成人が主体の事業となるよう運営ボランティアの協力を得ながら支援し
ていきたいところだが、対象者の減少や意識の変化とともに世話人の人数
も減少しているため、世話人の確保や在り方を検討する必要がある。 
【評価（目的達成度４）】厳粛な式典と成人の企画運営による交流を通じて
郷土の良さを再認識できる機会となっており、郷土への愛着を持たせるこ
とにつながっていることから、実績はあがっている。 

23 

子ども職

場体験推

進事業 

【目的】児童期からの仕事に対する意識付けをし、キャリア教育の推進、家
庭教育の推進を図る。 
【手段】市内外に事業所を持つ企業の仕事の見学学習や、家庭教育サポート
企業の協力を得て、低学年、中・高学年ごとに職場の見学や簡単な作業を体
験する。中学校においてもインターンシップ等について、家庭教育サポート

企業の紹介などのコーディネートを行う。 
【実績】家庭教育サポート企業の協力を得て実施した。また、中学校におけ
るインターンシップ等について、中学校の要請に基づきコーディネートを
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行ったが、感染症の流行により急遽中止となった。〔子ども職場見学活動参

加者：11名 体験活動参加者：11名〕 
【課題】家庭教育サポート企業の協力を得て実施しており、参加者の満足度
及び関心も高い事業であるが冬季の受け入れ先や参加可能な人数が限られ
ている。学校教育におけるキャリア教育との連動性や多様な体験の機会を
保障する観点から、より良い実施形態について検討する必要がある。 
【評価（目的達成度４）】様々な体験活動を通して仕事に対する意識を高め
る機会となっており、参加者した児童の満足度も高い。また、中学校におけ
るインターンシップにおいては、感染症の流行により急遽中止となってし
まったが、生徒の希望する職種に応じてコーディネートを行い、仕事へのイ
メージを持たせることにつながったと考えられることから、実績はあがっ
ている。 

24 

地域サー

クル活動

運営事業 

【目的】各学校区を中心とした住民が「コミュニケーションを図る場」とし
て学校の施設を有効に活用し、「自主運営・自主管理」しながら地域のつな
がりを持つことで、子どもを育てるより良い環境づくり、また生涯学習の推
進を図る。 
【手段】・開設期間 ４月～翌年３月（学校休業日を除く） 
・開設場所 市内小中学校６校 

・開設時間 原則午後６時～午後９時 
・開設内容 文化、スポーツ、レクリエーション活動 
・運営管理 各学校に組織する運営委員会 
【実績】地域サークル活動運営委員会を市内全小中学校に設置し、自主運
営・自主管理のもと、学校の教育活動に支障のない範囲で小中学校の体育

館・ミーティングルーム等を使用した学習活動を実施した。〔参加団体数：
延19団体、延べ利用者数：10,039人〕 
【課題】令和８年度の学校統合に伴う閉校後の各サークルの活動について、
市教委としての方針を決定次第、速やかに各団体の意向を調査し検討を進
める必要がある。 
【評価（目的達成度３）】延べ参加者数は減少しているものの、活動は円滑
に展開できており、概ね実績はあがっている。 

（外部評価委員の意見） 

 
「５ 図書館施設整備事業」について、居心地の良い図書スペースの作り方について工夫

に努めてほしい。 

 

「13 ジャリン子ふれあい体験学習推進事業」について、砂川市ならではの自然体験がで

きる機会がさらに増えるよう努めてほしい。 

 

「22 成人式（はたちの集い）運営事業」について、郷土愛がより深まるよう努めてほし

い。 
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（４）芸術・文化・文化財  令和５年度に実施した主な事業 

番号 事業名 掲載ﾍﾟｰｼﾞ 担当部署 

１ 地域交流センター運営管理委託事業 P42 社会教育課社会教育係 

２ 地域交流センター大規模改修事業 P42 社会教育課社会教育係 

３ 地域交流センター備品等整備事業 P43 社会教育課社会教育係 

４ 市民文化祭実行委員会交付金事業 P43 公民館管理係 

５ 文化協会支援事業 P43 公民館管理係 

６ 指定文化財保存活用事業 P44 公民館管理係 

７ 史跡記念碑・標柱等修繕事業 P44 公民館管理係 

８ 郷土研究会支援事業 P44 公民館管理係 

９ 郷土資料収集・管理・活用事業 P45 公民館管理係 

 

事業名 概      要 

１ 

地域交流

センター

運営管理

委託事業 

【目的】管理運営主体であるＮＰＯ法人ゆうの自主事業によって、世代間の

交流や新たな文化創造が醸成され、また自由通路を通じて東西への回遊性

向上と中心市街地の活性化促進、日常的な賑わいと交流拠点施設としてい

くための土台となる運営経費を委託料として支出し、民間ならではの効率

的で効果的な管理運営を行っていく。 

【手段】市から交付される委託料に加え法人の営業努力によって利用料金

の収入を得て、日常的な賑わいを創出するとともに、ＮＰＯ法人ゆうの構成

員である事務局員、正会員（理事・監事）のほか、ボランティアが新たな芸

術文化、各種イベントを市民に提供し、賑わいの拠点施設としていく。 

【実績】新型コロナウイルス感染症が５類に下がり様々な活動が平常時に

戻る中、コロナ禍以前より市民の支持を得ている事業を継続して実施する

など、工夫を凝らした自主事業を展開し、市街地への経済波及効果と市民へ

の新たな芸術文化意識が醸成され、賑わい交流拠点が形成されるよう施設

の環境を整備した。 

【課題】運営管理委託については、事務量の適正化や、スタッフの労働環境

の改善を図っていくための協議や助言を行っていく。加えて、施設の維持管

理については、建設後17年が経過し、主要施設設備・建物に係る大規模改修

を行う必要が生じてきているため、「地域交流センター大規模改修事業」と

して計画的に改修できるよう取り進める。 

【評価（目的達成度４）】芸術文化事業やイベントを市民とともに作り上げ

ることにより、市民の芸術文化意識の向上につながっており、目的を満たす

実績はあがっていると判断する。 

２ 

地域交流

センター

大規模改

修事業 

【目的】地域交流センターの既存設備・備品等の改修・更新を効果的・効率

的・計画的に推進することにより、安心・安全に活用できる施設環境を維持・

保全する。 

【手段】施設・備品等を点検し、所要の改修・更新を推進する。 

【実績】指定管理者と連携・協議して、当初より計画していた大ホール等照

明設備や駐車場等照明設備のLED化、音響設備改修、大ホール電動式観覧席

の部品交換の他にも適宜、控室系統エアコン基盤修繕等を行い、施設利用者

が安全・安心に活用できるよう施設の環境の維持・保全を図った。 
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【課題】施設の維持管理については、建設後17年が経過し、主要施設設備・

建物に係る大規模改修を行う必要が生じてきているため、指定管理者との

連携・協議を図りながら、計画的に改修できるよう取り進める。 

【評価（目的達成度４）】指定管理者と連携・協議して、適宜、改修・修繕

を行い、施設利用者が安全・安心に活用できるよう施設の環境の維持・保全

を図っており、目的を満たす実績はあがっているものと判断する。 

３ 

地域交流

センター

備品等整

備事業 

【目的】故障等により使用不能となった地域交流センターに設置している

備品を更新または、施設利用上必須となる備品を購入することにより、施設

利用に支障が生じないようにする。 

【手段】指定管理者であるＮＰＯ法人ゆうと備品の状態を情報共有し把握

しつつ、設置備品と同等または後継機種となるのものなど、適切な規格の備

品に更新する。 

【実績】指定管理者と連携・協議して、故障していたビデオカメラの更新を

行い、施設利用者の利便性を維持した。 

【課題】施設の維持管理については、建設後17年が経過し、施設設備・備品

の更新を行う必要が生じてきているため、指定管理者との連携・協議を図り

ながら、計画的に更新できるよう取り進める。 

【評価（目的達成度５）】指定管理者と連携・協議して、備品の更新等を行

い、施設利用者が安全・安心に活用できるよう施設の環境の維持・保全を図

っており、目的を満たす実績はあがっていると判断する。 

４ 

市民文化

祭実行委

員会交付

金事業 

【目的】文化活動を行っているすべての市民が、自らが企画・運営し日頃の
活動の成果を発表する場を設け、多くの人に鑑賞してもらうことで学習成

果の地域への還元や会員の技術面や活動意欲の向上を図るとともに、一般
市民への文化活動への関心を高め、砂川市の文化活動を活性化させる。 
【手段】市民文化祭参加団体（公民館グループサークル・文化協会加盟団体・
ふれあいセンターサークル・一般参加団体・個人）により準備運営全般にわ
たり協議する実行委員会組織が編成され、その実行委員会に交付金を交付
する。 
【実績】芸能部門24団体、文芸展示部門24団体の参加を得て開催した。 
【課題】実行委員会が主体的に活動し、経費が限られるなどの制約の中、よ
りよい方法・手段を検討して、参加者（出場・出展・鑑賞者）も楽しみなが
ら芸術文化の振興を図る事業として実施されている。今後は、新規の参加を
促すための周知の方法についての検討が必要と考える。 

【評価（目的達成度４）】令和４年度と比較すると発表者、鑑賞者数はそれ
ぞれ増加し、事業企画を文化活動を行っている団体で組織する実行委員会
が主体的に運営を行いつつ、市民に文化活動に触れる機会を提供すること
ができたことから、実績が上がっている。 

５ 

文化協会

支援事業 

【目的】文化協会の運営費の一部を補助し、砂川市の文化の振興を図る。 

【手段】砂川市文化協会に対し運営費の一部（空知文化団体連絡協議会への

負担金分）を補助するとともに、文化協会が実施する市民文化の振興のため

の事業に対して補助及び交付金を補助・交付する。 

【実績】令和５年度においては、文化協会は文化振興事業の開催時に市民の

参加を得て市民文化の振興、発展につながる活動を行った。 

【課題】文化協会の活動を支援する事業として必要である。砂川市の芸術・

文化振興を図る取組について、文化協会とも協議しながら事業内容を検討

していく。 
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【評価（目的達成度４）】砂川市文化協会が主催し事業を実施することで、

市民文化の振興を図ることができ、文化協会の役割を明確化することにつ

ながった。また、市民の参加も得られ、市民文化の振興のための意識付けに

つながっていることからも、一定程度目的を満たす実績は上がってきてい

るものと判断する。 

６ 

指定文化

財保存活

用事業 

【目的】砂川市の指定文化財を有効に活用することにより、市民の郷土に対
する認識や文化財に対する理解を深める。 
【手段】砂川市文化財保護条例の規定により指定した文化財について、広報
すながわ、オアシス通信、公式ホームページ等の媒体を介して周知、活動記
録の保存を行う。また、文化財保護審議会を開催し、砂川市の歴史・文化・
自然等で財産となりうる案件について調査審議等を行う。 
【実績】市の唯一の指定文化財である「街頭もちつき」は、砂川もちつき保

存会により活動、保存されていて、例年、北海道義士祭、年末の街頭もちつ
きなどの活動機会がある。しかし、令和４年度に続き令和５年度も新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止対策のため中止となった。文化財保護審議会
については、１回開催し、委員７名中６名の出席があった。 
【課題】指定文化財保存のためには保持団体活動の継続が必要であること
から、連携体制を密接にして会員数維持などにつとめていく。また、文化財
保護審議委員として活動の充実を図っていくため、文化財に対する理解を
深めいていく必要がある。 
【評価（目的達成度４）】市の指定文化財である「街頭もちつき」は、砂川
もちつき保存会により活動、保存されていて、令和５年度は実施に至らなか
ったが、年末の街頭もちつき、北海道義士祭などの活動が通常は実施されて

おり、郷土に対する認識や文化財に対する理解を一定程度深める機会とな
っている。 

７ 

史跡記念

碑・標柱

等修繕事

業 

【目的】市の歴史を後世に伝える史跡記念碑・標柱等を修繕して良好な状態
を保ちつつ管理し、郷土に対する愛着を育み、先人の労苦を偲ぶ機会を提供
する。 
【手段】定期的に史跡記念碑・標柱等を点検し、破損・劣化の程度を把握し
つつ、長期的視点から、もっとも経済的な費用となるよう、計画的に改修・
管理を行い、管理していく。 
【実績】市内21か所の史跡記念碑・標柱等の巡回点検を３回実施し、状態の
把握・保全を行いうとともに、ステンレス標柱３基〔旭川第七師団工兵隊演
習厩舎跡（西３条南４丁目（信光寺裏石狩川寄り）、老木「老松」(砂川神社

境内)、空知集治監奈江外役所跡(西１条南22丁目（アメニティタウンシンボ
ル塔下））及び石碑等３基の修繕を行った。 
【課題】定期的な点検を行い史跡記念碑・標柱等の状態を十分把握するとと
もに、補修や冬場の養生など必要な管理を行い、可能な限り長く状態が維持
されるよう努めていくとともに、計画的に修繕を推進することが必要。 
【評価（目的達成度４）】定期的な史跡標柱・開拓記念碑等の点検により状
態を把握し、必要な保護及び軽微な補修を行い、計画していた史跡・標柱の
修繕も実施できたことから、一定程度事業目的を達成できたものと評価す
る。 

８ 

郷土研究

会支援事

業 

【目的】郷土砂川の歴史を後世に残すため、郷土研究誌を発行する団体に対

し補助を行う。 

【手段】砂川の歴史を継承する研究誌を発行している砂川市郷土研究会に

補助をする（定額補助）。 
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【実績】郷土研究会は、例会、市外の研修視察といった事業を行い、中心的

な活動である研究誌が発行され、市の郷土史等を後世に残す貴重な資料と

なった。 

【課題】郷土研究誌は、郷土史を後世に伝えるために重要な資料であるとと

もに、郷土研究会の運営面においても主要な事業として機能していること

から、教育委員会においても側面的な支援をしながら、引き続き継続してい

く。 

【評価（目的達成度４）】郷土研究会の中心的な活動である研究誌作成に要

する印刷製本費を助成しており、市の郷土史等を後世に残す貴重な資料と

して位置づけられるものとなっていることから、目的を満たす実績は一定

程度上がっているものと判断する。 

９ 

郷土資料

収集・管

理・活用

事業 

【目的】市の歴史を後世に伝える郷土資料を収集・管理するとともに、積極

的な周知をしながら教育資料として利活用を図り、郷土に対する愛着や先

人の知恵を知る機会を提供する。 

【手段】市民等からの情報をいただき、砂川市に関連のあるもの、所蔵して

いないもの、特に貴重と思われるものを重点に収集し、適切に保存しなが

ら、使用可能なものについては、学校支援地域本部事業等を通じて教育資料

として貸与するなどして活用してもらう。 

【実績】郷土資料室は360日開館994人の利用があり、一日平均２名程度に利

用された。小学校の団体見学など、郷土に対する愛着や先人の知恵を知る教

育資料となっている。また、令和５年度においては、新たに628点の郷土資

料を収集した。 

【課題】魅力のある資料室となるよう展示資料の入れ替えや作成を行う。小

学校等の団体見学に利用されており学習教材として利用されている。収蔵

場所の狭隘化の対策として、引き続き資料の整理を進める。 

【評価（目的達成度４）】１日当たりの利用者数は令和４年度と変わらない

が、小学校の団体見学など教育資料として有効な利活用が図られており、一

定の実績が上がっている。 

 

（外部評価委員の意見） 

 
「９ 郷土資料収集・管理・活用事業」について、郷土資料室の利用者増と、引き続き子

ども達に砂川の歴史を伝える機会の提供に努めてほしい。 
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（５）スポーツ  令和５年度に実施した主な事業 

番号 事業名 掲載ﾍﾟｰｼﾞ 担当部署 

１ スポーツ振興及び指導事業 P46 スポーツ振興課振興係 

２ 少年スポーツ教室開催事業 P46 スポーツ振興課振興係 

３ スポーツ協会活動支援事業 P47 スポーツ振興課振興係 

４ スポーツ大会開催及び出場助成事業 P47 スポーツ振興課振興係 

５ 全道中学生剣道錬成大会交付金事業 P47 スポーツ振興課振興係 

６ 市民体育祭交付金事業 P47 スポーツ振興課振興係 

７ 海洋スポーツ振興事業 P48 スポーツ振興課振興係 

８ スポーツ振興事業（アメニティ・タウンすながわマラソン大会） P48 スポーツ振興課振興係 

９ いきいき元気推進事業 P48 スポーツ振興課振興係 

10 レクリエーション運動・各種スポーツ教室開催事業 P48 スポーツ振興課振興係 

 

事業名 概       要 

１ 

スポーツ

振興及び

指導事業 

【目的】スポーツ推進委員の活動、体育事業の開催により、市民の健康を保

持・増進させる。 

【手段】スポーツ推進委員会議を開催し、年間事業について確認するととも

に意見交換を実施する。また、外部講師を招き、スポーツに対しての関心を

持ち、またスポーツの基礎を学べる事業を展開する。 

【実績】市民が生涯を通じてスポーツ・レクリエーションに親しみ、サーク

ル活動等を通して健康づくり、余暇の充実を図ることができるようになる。

また、体育施設の有効利用を図ることができている。 

【課題】効率的かつ効果的なスポーツ振興事業を推進するため、市の他部

署、各団体の行っている事業との連携・協力を図っていく必要がある。世代

や目的、課題、住民ニーズに合わせた事業展開を検討する。 

【評価（目的達成度４）】世代に応じた目的、課題に合わせた事業を実施し

ている。 

２ 

少年スポ

ーツ教室

開催事業 

【目的】スポーツに接する場を増やし、スポーツに関する知識や技術を身に

つける場を提供する。また、スポーツ活動を通して、基礎体力の向上、心身

の健全育成をはかる。 

【手段】各競技連盟に、少年スポーツ教室の開催を依頼し、各連盟に20,000

円の謝礼を払う。（教室は４種目） 

【実績】多くの少年達がスポーツに接する場が増え、スポーツに関する知識

や技術を身につけることができている。 

【課題】少年スポーツの振興には継続的に底辺拡大が必要であり、現在活動

している少年団を通じてスポーツに対する関心及び知識や技術を身につけ

る場を提供していく。 

【評価（目的達成度３）】スポーツに接する機会が増え、それに関する知識

や技術を身につけることができており、例年通り事業を実施している。 
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３ 

スポーツ

協会活動

支援事業 

【目的】市民の自主的なスポーツ活動を支援することにより、砂川市におけ
る各種スポーツ団体における活動の充実、活性化を図りスポーツ活動を推
進する。 
【手段】砂川市スポーツ協会及び、砂川市スポーツ協会加盟団体の少年団に
補助金を交付する。 
【実績】体育団体の運営が維持されるとともに、自主的なスポーツ団体活動
を助長させている。 
【課題】砂川市スポーツ協会加盟団体や少年団の登録人数は人口の減少も
あり、ほぼ横ばいの状態が続いている。今後も補助事業を継続し、地域に密
着したスポーツ活動を支援することが必要である。 
【評価（目的達成度４）】加盟団体の育成・強化のほか、市民スポーツの普
及などの事業が実施されており、目的の達成に向けた展開が図られている。 

４ 

スポーツ

大会開催

及び出場

助成事業 

【目的】大会開催経費や全道・全国大会等に出場する個人・団体の出場経費
の一部を補助することにより、事業開催や大会出場等を奨励し、スポーツへ
の関心や参加意欲の向上を図り、スポーツの振興につなげる。 
【手段】地元開催大会助成（市又は教育委員会が共催もしくは後援する大会
等であって、かつ、砂川市内のアマチュアスポーツ団体が開催するもの）、
競技大会出場助成（全道大会・全国大会等の出場者）。 
【実績】・地元開催大会助成  0件、競技大会出場助成  9件 33人 
【課題】上位大会へ出場する個人・団体に対し補助金交付を行うことにより
経費的負担を軽減するとともに、競技力の向上など大会に出場しやすい環
境づくりが成されている。 
【評価（目的達成度４）】例年通りに全道・全国大会への出場助成を行って
おり、一定程度の目的を果たすことができている。 

５ 

全道中学

生剣道錬

成大会交

付金事業 

【目的】はまなす国体を記念して、砂川市で開催されている北海道中学生剣
道大会に対する経費補助をすることにより、北海道の中学生剣士が一堂に
会し技と心を競い合いながら友情と交流を深める機会を提供し、青少年の
健全育成を図る。 
【手段】大会運営に協力するとともに、開催経費の一部を補助する。 
【実績】令和４年度は新型コロナウイルス感染症による収容上限人数の制
限により、滝川市及び砂川市の２会場で分散しての開催であったが、令和５

年度は例年通り総合体育館で実施している。 
【課題】多くの選手・観客が来場する大会であるが、さらに入場者が増える
と会場・駐車場等の問題もあり、今後も引き続き砂川剣道連盟と課題等につ
いて検討していく。 

【評価（目的達成度４）】北海道の中学生剣士が一堂に会する大会として定
着している。 

６ 

市民体育

祭交付金

事業 

【目的】市民皆スポーツを目指し、市民のためのスポーツ活動を積極的に奨
励するとともに、健康増進を図ることを目的とする。 
【手段】市民体育祭を実施したスポーツ団体（登録数22団体）に実行委員会
（スポーツ協会）を通じて開催経費の一部として１団体当たり27,000円を
交付する。 
【実績】令和５年度は大会を開催しなかったスポーツ団体や、休止中の団体
があったため、22団体中13団体に交付金を支給している。 
【課題】毎年恒例のスポーツ行事として定着し、各競技団体が主体となって
大会等を開催しており、市民のスポーツ活動奨励、健康増進に寄与してい
る。実施を中止している競技団体への働きかけを行ない、より多くの参加が
得られるよう取り進める。 
【評価（目的達成度４）】様々な競技で催しが実施されており、市民のスポ
ーツ活動奨励、健康増進に寄与している。 
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７ 

海洋スポ

ーツ振興

事業 

【目的】施設を開放し、海洋スポーツの普及と市民の体力づくりを推進す

る。 
【手段】平日は団体利用（申込必要）とし、日曜日は一般開放する。また、
７月は少年少女ヨットカヌー教室として土曜日も開放・指導を実施。 
【実績】艇庫の利用者は7,028人となり、新型コロナウイルス感染症発生前
の利用者数に戻りつつある。 
【課題】指導員を配置することで安全な施設利用を促進し、団体専用利用で
の受入れ日数や人数を確保している。事業実施体制を整えるためには、今後
も定期的に指導員を養成していくことが必要である。 
【評価（目的達成度３）】市内はもとより市外の小中学校への事業の周知を
行うことにより、一定程度の団体利用が確保されている。 

８ 

スポーツ

振興事業

（アメニ

ティ・タ

ウンすな

がわマラ

ソン大

会） 

【目的】マラソンを通じスポーツの振興はもとより、ハイウェイオアシス館

の利用促進やスマートインターチェンジの利用など商工振興につなげる。 
【手段】事業費補助金及び各社協賛品。 
【実績】令和元年以来４年ぶりの開催となったが、砂川市内はもとより道内
外からの参加者があり、306名のエントリーがあった。 
【課題】熊出没により、同会場での大会が中止となる可能性が考えられるこ
とから、今後、会場変更について検討していくこととする。 

【評価（目的達成度３）】ホームページ、ポスター、パンフレット等により
広く周知を行っていることから、市内外から多くの参加があり、一定程度の
目的を果たすことができている。 

９ 

いきいき

元気推進

事業 

【目的】保健部局等との連携による、健康・体力づくりの増進を図る。 
【手段】トレーニングルームを利用した健康運動指導の実施、利用者のトレ

ーニングメニューの作成、地域おこし協力隊を各種健康増進事業に講師と
して派遣 
【実績】地域おこし協力隊３人により、介護福祉課で実施している「いきい
きシニアプログラム」の講師やトレーニングやストレッチ等を指導する「出
張教室」を実施している。 
【課題】地域おこし協力隊のアピールや地域との繋がりを構築するため、他
部署との連携や地域おこし協力隊の主体となる事業の推進を図っていく。 

【評価（目的達成度３）】トレーニングルームの開設により１日平均36人の
利用があり、一定程度の実績は上がっている。 

10 

レクリエ

ーション

運動・各

種スポー

ツ教室開

催事業 

【目的】レクリエーション運動やスポーツ教室を通じて、健康的で地域との
交流がある豊かな生活を送れるようにする。また、障がい者の参加も積極的

に受け入れ交流の場を広げる。 
【手段】講師を招き、レクリエーション運動や各種スポーツ教室を開催す
る。また、地域おこし協力隊を講師として活用することで「いきいき元気推
進事業」との連携をはかり、事業を地域に定着させる。 
【実績】東京オリンピック・パラリンピックで使用した床材を使用し、パラ
スポーツであるボッチャ競技を体験できるよう体制を整え、団体等が利用
している。 
【課題】有効活用されるよう周知し、ホームページ等による利用者への周知
を行う。 
【評価（目的達成度４）】親子わいわいすぽーつらんどを開催し、運動に触
れることができる環境を作ることができている。 
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（外部評価委員の意見） 
 

「２ 少年スポーツ教室開催事業」について、スポーツ教室開催にあたり、コーチ確保の

協力体制整備に努めてほしい。 
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Ⅲ 外部評価会議開催状況について 
 
 

（１）外部評価委員の構成 
   教育委員会の権限に属する事務の外部評価会議は次の５人の委員で構成され、任期は

報告書の作成までとなっています。 

  

役 職 名 氏  名 備   考 

委 員 長 河 端 一 壽 砂川市スポーツ協会推薦 

副 委 員 長 佐 藤 寛 巳 砂川市ＰＴＡ連合会推薦 

委  員 大 友 圭 美 砂川市社会教育委員の会議推薦 

委  員 上 杉 真智子 砂川市文化協会推薦 

委  員 佐 藤 浩 樹 空知太小学校・学校運営協議会推薦 

 

 

 

（２）外部評価会議の開催状況 
教育委員会の権限に属する事務の外部評価会議 

    開催日時  令和６年10月29日（火） 

    開催場所  砂川市役所 ２階中会議室 

   審議内容  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価 

について(令和５年度事業分) 

  （１）生涯学習 （２）学校教育 （３）社会教育 

（４）芸術・文化・文化財 （５）スポーツ 
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砂川市教育委員会の権限に属する事務の外部評価会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条の規定に基づ

き、砂川市教育委員会（以下「教育委員会」という。）がこの権限に属する事務の管理及び執

行の状況について、点検及び評価を行うに当たり、意見を聴くため、外部評価会議を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 外部評価会議は、教育委員会が実施する施策、事業等の点検及び評価に関して意見を具

申する。 

（組織） 

第３条 外部評価会議は、５人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、教育に関し学識経験を有する者から、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書が作成されるま

でとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 外部評価会議に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は外部評価会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 外部評価会議は、委員長が招集する。ただし、委員に委嘱された後の最初の会議は、教

育長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、外部評価会議において関係者の出席を求め、意見又

は説明を聴くことができる。 

（報償） 

第６条 委員に対しては、予算の定めるところにより報償を支給する。 

（庶務） 

第７条 外部評価会議の庶務は、学務課において行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか外部評価会議の運営に関し必要な事項は、委員長が外部評

価会議に諮って定める。 

附 則 

この訓令は、平成24年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月24日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和２年６月24日から施行する。 
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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針 
 

１ 趣旨 

砂川市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権限に属する事務の管理及び執行状況に関する

実施方針を定める。 

 

 ２ 基本的な方針 

教育委員会は、毎年、主要な施策や事務事業の取り組み状況について点検及び評価を行い、効果的

な教育行政の一層の推進を図る。 

 また、砂川市教育委員会の事務の管理及び執行の状況報告書（以下「報告書」）を作成し、これを市

議会に提出するとともに、広く公表することとする。 

 

 ３ 点検及び評価の視点 

（１）市民のニーズや社会経済情勢の現状に適しているか。 

（２）事業の目的に照らして適切な手段で行っているか。 

（３）目的を満たす実績が上がっているか。 

（４）コストの縮減又は費用対効果は上がっているか。 

（５）目的達成のための課題を的確に把握し、取り組みの方向性が示されているか。 

 

 ４ 点検及び評価の具体的方法 

（１）点検及び評価は、主に第７期総合計画における施策及び係る事務事業に対して、課題や今後の

取り組みの方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

（２）教育委員会事務局は施策・事業の進捗状況等を「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検・評価」にまとめ、外部評価委員の意見を聴取した上で、教育長へ報告する。 

（３）教育長は（２）の報告を受けた上で、報告書を作成し、教育委員会の会議に付すものとする。 

（４）教育委員会で決定後、市議会に提出するとともに公表する。 

（５）報告書の公表については、砂川市のホームページに掲載し、市民に広く周知を図るものとす

る。 
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